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平成２９年第１回竹原市議会定例会議事日程 第３号 

平成２９年２月２８日（火） 午前１０時開議 

 会議に付した事件 

 日程第 １ 一般質問 

       （１）竹橋 和彦 議員 

       （２）宇野 武則 議員 

       （３）今田 佳男 議員 
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平成２９年２月２８日開議 

  （平成２９年２月２８日） 

        

議席順 氏     名 出  欠 

１ 今  田  佳  男 出 席 

２ 竹  橋  和  彦 出 席 

３ 山  元  経  穂 出 席 

４ 高  重  洋  介 出 席 

５ 堀  越  賢  二 出 席 

６ 川  本     円 出 席 

７ 井  上  美 津 子 出 席 

８ 大  川  弘  雄 出 席 

９ 道  法  知  江 出 席 

１０ 宮  原  忠  行 出 席 

１１ 北  元     豊 出 席 

１２ 宇  野  武  則 出 席 

１３ 松  本     進 出 席 

１４ 脇  本  茂  紀 出 席 

 

  職務のため議場に出席した者は，下記のとおりである 

    議会事務局長                   西 口 広 崇 

    議会事務局次長     住 田 昭 徳 
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説明のため議場に出席した者は，下記のとおりである 

 

職      名 氏    名 出 欠 

市         長 吉 田   基 出 席 

副    市    長 細 羽 則 生 出 席 

教    育    長 竹 下 昌 憲 出 席 

総 務 部 長 谷 岡   亨 出 席 

企 画 振 興 部 長 中 川 隆 二 出 席 

市 民 生 活 部 長 宮 地 憲 二 出 席 

福 祉 部 長 今 榮 敏 彦 出 席 

建 設 部 長 有 本 圭 司 出 席 

教育委員会教育次長 久 重 雅 昭 出 席 

公 営 企 業 部 長 谷 岡   亨 出 席 
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              午前９時５７分 開議 

議長（道法知江君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので，これより本日

の会議を開きます。 

 お手元に議事日程表第３を配付いたしております。この日程表のとおり会議を進めま

す。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 

議長（道法知江君） 日程第１，一般質問を行います。 

 ここで，念のため申し上げておきます。 

 一般質問の発言時間は，答弁を含み９０分以内となっております。 

 それでは，質問の順位は，お手元に配付の平成２９年第１回竹原市議会定例会一般質問

一覧表のとおり決定いたしております。 

 順次質問を許します。 

 質問順位１番，竹橋和彦議員の登壇を許します。 

２番（竹橋和彦君） おはようございます。 

 ただいま議長より発言許可をいただきましたので，通告通告書に基づき，平成２９年第

１回定例会一般質問をさせていただきます。民政同志会，竹橋和彦と申します。よろしく

お願いします。 

 １，循環型社会の形成について 

 本市の竹原市総合基本計画後期基本計画においては，「竹原のもつ住みよい環境づくり

への挑戦」というキャッチフレーズのもと，第３節循環型社会の形成，施策の目標（目指

す姿）“日本一きれいなまち，環境にやさしいまちづくりが進んでいる”をサブフレーズ

と題し，基本方針，ごみ処理の広域化と３Ｒの推進，具体的施策の地域ぐるみで進める３

Ｒ，１，市民等の環境に関する意識啓発，２，市民参加による３Ｒの推進及び不法投棄防

止対策の充実より御質問させていただきます。 

 １，ごみ処理の広域化２市１町（竹原市，東広島市，大崎上島町）の進捗状況。 

 ２，地域ぐるみで進める３Ｒの啓発状況。 

 ３，不法投棄件数，目指す目標値の進捗状況。 

 以上，３点についてお伺いいたします。 
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 また，本市においても循環型社会の形成の一環として，平成２９年１月１日より家庭ご

み指定袋制度がスタートしました。家庭ごみ指定袋制度の導入の目的は，１，ごみの減量

や資源化への意識づけ，２，ごみの分別とごみ出しマナーの徹底，３，ごみステーション

の乱雑化の防止，４，事業系ごみや市外からのごみの混入防止，５，ごみ収集作業の迅速

化と安全の確保，以上の目的により家庭ごみ指定袋制度導入に至りましたが，はや１カ月

を経て，家庭ごみの減量効果の現状及び今後の見込みについてお伺いいたします。 

 ２，公共施設マネジメントについて。 

 近年，公共施設やインフラの老朽化，適正な維持管理が国，地方自治体の課題として取

り上げられているだけでなく，大きな社会問題となっています。 

 例を挙げると，ふじみ野市プール事故（平成１８年７月３１日），東日本大震災九段会

館天井崩落事故（平成２３年３月１１日），笹子トンネルの崩落事故（平成２４年１２月

２日）など，いずれも公共施設，インフラに起因する重大な事故が発生し，同時に施設所

有者が公共施設管理上の業務上過失責任者として賠償責任が問われる事態となって，対策

を講ずることが喫緊の課題であります。 

 しかしながら，一方で少子高齢化，人口減少などの社会関連保障関連費増大に伴い，厳

しい財政状況の中，老朽化する公共施設やインフラの更新費用を十分に確保することは全

国的に困難な状況になり，投資可能な財源と必要な更新費用の乖離が全自治体の共通課題

となっています。この問題を，単なる財政上の問題として施設総量削減，コスト削減のみ

で対応するのでなく，自治体とまちづくりが連携し，持続可能な豊かなまちづくりをどの

ように形成していくのか，自治体の知恵と工夫が問われています。 

 これに関連して，国においても，経済財政運営と改革の基本方針～脱デフレ・経済再生

～（平成２５年６月１４日閣議決定）における，インフラの老朽化が急速に進展する中，

「新しく造ること」から「賢く使うこと」への重点化が課題であるとの認識のもと，平成

２５年１１月２９日にはインフラ長寿命化基本計画が策定され，加えて平成２６年１月２

４日，総務省より通知された公共施設等総合計画の作成に当たっての施策（案）の概要を

もとに，自治体におけるインフラ老朽化問題への望ましいあり方について述べられたもの

であり，インフラ老朽化問題を解決するには極めて重要であります。 

 総務省より平成２６年２月２２日付けで，各自治体に公共施設等の総合的かつ計画的な

管理を推進するための計画――公共施設等総合管理計画を，平成２９年３月末までに全て

の自治体１，７８８団体に策定要請がなされています。これを踏まえて，本市においては
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現在竹原市公共施設等総合基本計画（素案）が策定され，ホームページでパブリックコメ

ントを求めています。人口減少と厳しい財政見通しの中で，市民生活に利用されている，

特にその維持には大きな費用のかかる公共施設やインフラについて，現在及び将来，市民

にとって本当に必要なものは何かを１つずつしっかりと見定めていくことが必要だと思い

ます。 

 それでは，御質問させていただきます。 

 これまでの公共施設の役割とは何か，その利用者と利用形態を見直す必要があるのかど

うか，管理運営形態や経費と利用料金の適正な関係といった今日までの方針や取組につい

て。 

 ２，今後，自治体，市民及び企業との連携をどのように図っていかれますか。 

 ３，今後の行動計画（実施計画）はどのように取組をされますか。 

 以上，３点についてお伺いいたします。 

 以上が壇上での質問です。なお，御答弁によっては自席にて再質問させていただきま

す。 

議長（道法知江君） 順次答弁願います。 

 市長。 

市長（吉田 基君） 竹橋議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 まず，１点目の御質問についてでありますが，ごみ処理の広域化につきましては，竹原

市，東広島市，大崎上島町の一般廃棄物の共同処理を実施することを目的といたしまし

て，平成２１年１０月に広島中央環境衛生組合を設立し，新施設の平成３２年度の供用開

始に向けて事務を進めているところでございます。現在，造成工事のための実施設計が完

了し，用地の取得手続，造成工事や施設建設工事に向けた取組を進めているところと伺っ

ております。今後におきましても，引き続き東広島市，大崎上島町，広島中央環境衛生組

合と連携し，ごみの減量及び資源化の促進と環境負荷の軽減を図りながら，効率的で経済

的な一般廃棄物の処理を推進してまいります。 

 地域ぐるみで進める３Ｒの啓発状況につきましては，ごみの減量や資源化を推進するた

め，ごみの３Ｒ，リデュース・リユース・リサイクルについてホームページ等で啓発する

とともに，平成２７年６月からは広報紙等においてごみの減量，資源化を推進する特集記

事の掲載や，指定ごみ袋制度の実施に合わせて平成２８年６月から平成２９年２月までの

間に５３会場で出前講座や住民説明会を実施しております。 
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 不法投棄対策に関する目指す目標値の進捗状況につきましては，平成２６年度に策定し

た竹原市総合計画後期基本計画において，平成３０年度に不法投棄の件数を１０件以下と

することを定めております。これまでの間，不法投棄の防止に向けて広報紙等による各種

啓発，監視カメラや不法投棄禁止看板の設置などにより啓発を行っておりますが，平成２

８年度の不法投棄件数は平成２９年１月末現在で１４件となっていることから，今後にお

きましても不法投棄の防止に向けて，啓発活動など各種施策を実施してまいりたいと考え

ております。 

 指定ごみ袋制度導入後の家庭ごみの減量効果につきましては，広島中央環境衛生組合か

ら提出された資料をもとに，家庭ごみの収集分と直接搬入分を合わせた搬入量について平

成２８年１月と平成２９年１月を比較したところ，可燃ごみで３万３，３６０キログラ

ム，率にして１０．７％，不燃ごみでは９，８４０キログラム，率にして９．６％，合計

では４万３，２００キログラム，率にして１０．５％の減となっております。今後におき

ましても，ごみの排出量を注視し，各種啓発活動などを通じてごみの減量及び資源化に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に，２点目の御質問についてでありますが，本市の公共施設につきましては，教育，

子育て支援や地域コミュニティの中心として，また市民生活の基盤として重要な役割を担

っているものでございます。しかしながら，今日における公共施設を取り巻く環境は，老

朽化対策，耐震化，ユニバーサルデザインへの対応など，施設に求められる性能に加えて

人口減少やライフスタイルの変化に伴う利用需要への対応も求められており，その状況は

大きく変化しているものでございます。これまでも必要に応じて施設の更新や維持修繕を

行ってまいりましたが，将来的な本市の厳しい財政状況を鑑みると，現在保有している全

ての公共施設を適切に維持管理していくことは極めて困難な状況にあると考えており，現

在のサービス水準を維持しながらこれらの状況に対応していくためには，公共施設の現状

を把握し，適切な施設保有量など，そのあり方を明確にした上で計画的に更新，統廃合，

長寿命化等を実施していくとともに，受益者負担の適正化を図ることが必要となるもので

ございます。そして，これらの公共施設につきましては，市民の皆様の貴重な財産であり

市民生活の基盤であることから，そのあり方の検討に当たっては市民の皆様と問題意識を

共有し，協働して取り組む必要があると考えております。 

 こうした中で，民間において代替可能な施設サービスにつきましては，できる限り民間

のノウハウ等を活用することとし，先進的に取組を進めている自治体の事例も参考にしな
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がら維持管理業務について民間企業への包括委託を検討するなど，ライフサイクルコスト

の削減と効率的な運営を両立させ，公共施設のサービス水準の維持と統廃合等による将来

負担の軽減を図ってまいりたいと考えております。 

 今後におきましても，公共施設等総合管理計画を着実に推進するためには，各施設の利

用状況や老朽化の状態等を把握するための調査を行い，施設類型ごとに点検・診断，維持

管理・修繕・更新，安全確保，耐震化，長寿命化，統合や廃止等の実施方針を示す行動計

画を策定する必要があります。これにより策定した計画を実施するためには財源が必要と

なってまいりますが，施設類型ごと，または各公共施設ごとに利用可能な特定財源の活用

を図るとともに，点検や診断結果などに基づき優先順位を明確にすることで，財政の健全

性を維持しながら計画的に公共施設のマネジメントを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございました。 

 それでは，再質問させていただきます。 

 現在の竹原安芸津環境センター焼却処理施設と広島中央環境センターの焼却処理施設の

処理能力における相違点についてお伺いしたいと思います。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 現在の竹原安芸津の環境センターと新施設との能力の差と

いうことでございますが，竹原安芸津環境センターは，ごみの処理方式といたしましては

流動床式焼却炉で，処理能力は日１０５トンでございます。また，今回計画しております

新施設におきましては，ごみの処理方法はガス化溶融炉シャフト式炉で，処理能力は日２

８５トンでございます。現在の竹原安芸津環境センターと新施設を比較いたしますと，新

施設の処理方式は約１，８００度前後でごみを溶かすもので，従来の可燃ごみに加えて陶

器なども含めまして幅広く処理ができるものとお聞きしております。 

 以上です。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） これは高度な，現在の竹原安芸津にある環境センターと温度差によ

り大変ごみ処理ができるのだろうなというのが伺えるのですけれども，以前お伺いした中

では，竹原が今分別しているのが１７なのかもっと多いのかよく理解していませんけれど

も，今度はもっと少ない分別で行えるのではないのかなというふうに思っています。 
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 そこで，私の思い違いかもわかりませんが，一般廃棄物を処理施設へ適正に処理するた

めに，事業者，市民もごみは自治体が処理するのが当然と考え，自治体が廃棄物処理施設

を整備すれば整備するほど事業者や市民は一方向にごみを出すこととなり，使い捨て容器

の氾濫や有害物質を含む製品の増大を招き，悪循環に陥ると思いますが，この点について

のお考えをお伺いします。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） まず，新施設の処理方法，これも現在との違いによりまし

て，現在と分別種が異なる，こういったことは想定されます。しかしながら，本市ではこ

れまで広報紙やホームページ，出前講座等におきまして，ごみの減量及び資源化の推進，

またごみの分別と出し方について，こういったことをずっと周知啓発を図ってまいってき

ております。処理方法や処理能力がたとえ変わったとしても，市民の皆様の分別意識の低

下，これに直結するものではない，このように考えております。したがいまして，ごみの

減量，資源化の推進，また分別意識の向上，こういったことを引き続き広報啓発してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） 確かに広報紙等，ここ１年余り啓発等々やられていますけれども，

最も抑制しなきゃならないのは川上での，要は排出抑制，これではないのかなというふう

に考えていますけれども，その点についてはいかがでしょう。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） ごみの排出抑制，減量化につきましては，御指摘のとおり

排出する，この時点できちっと適正な排出をしていただくということが一番大事なことで

ございます。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございます。 

 それでは，この件に関しては。 

 次に移らせていただきます。 

 昨年，広報紙７月号やその後の出前講座や住民説明会において３Ｒの啓発活動がなされ

ていますが，３Ｒ政策という言葉をどのくらいの市民の方々に周知されていると思われて
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いますか。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 循環型社会形成におきまして，この３Ｒということは最も

重要な効果的な方法ということで，全国的に展開をされている政策でございます。市民の

皆様に対するこれまでの啓発の効果，皆様の理解がどこまで及んでいるかという御質問で

ございますが，平成２７年１１月に実施をいたしましたごみに関する市民アンケート調査

というものがございます。この中で，３Ｒの意味を知っていますかという問いに対しまし

て，知っていると答えられた方が３６．８％，聞いたことがあると答えられた方が２

６％，こういう結果になっております。そうした意味で，３Ｒの認知度といいますもの

は，約６割の方が，理解の差はございますけども，一定には御理解をいただいているもの

と考えております。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） 確かにそうだと思います。ほかの市町のを見ても，本当に３Ｒを知

っているって大体３３．４％ぐらいです，調べたところによりますと。言葉は知っていて

も，一体中身は何なのかなという方も多いと思うのですけれども。 

 そこで，リデュース，リユース，リサイクル，これが３Ｒなのですけれども，これ循環

形成の基本のキーワードなのですけれども，市民の皆様，ふだんは何げなくそれを行って

いるのですけれども，特にリサイクル，この件に関しましては，子ども会や集団回収など

で周知されていると思います。 

 では，リデュース，リユースについてはどうでしょうか。 

 平成２４年４月，第４次環境基本計画に２Ｒの推進が書かれ，次に第３次循環型社会推

進基本計画，平成２５年５月３１日に閣議決定された，リサイクルに比べ優先順位の高い

２Ｒの取組が遅れているリデュース，リユースの取組を決定されました。広報啓発が資源

化とごみの分別や環境保全に注がれ，本来の優先順位であるべき２Ｒ，リデュース，リユ

ースの啓発が遅れているのではないかという懸念を持っているのですが，その点について

どうでしょうか。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

 少し大きい声で御答弁お願いいたします。 

市民生活部長（宮地憲二君） リデュース，リユース，リサイクル，この３Ｒの周知につ
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きましては，これまで広報啓発等に取り組んでまいったということでございます。 

 議員の御指摘のとおり，現在大量生産，大量消費，大量廃棄のライフスタイルは大量の

ごみを排出する状況を招きまして，この使い捨て社会から循環型社会に変えていくことが

重要であるという考えのもとに，この３Ｒが進められております。このため，本市におい

ても３Ｒの一つのリサイクルに加えまして，リデュース，リユースの取組につきましても

総合的に推進してまいりたいと考えているところでございます。 

 市民の皆様に，この２Ｒの部分，こちらについてどういった意識をお持ちかという，ア

ンケート調査の時に同じような質問がございますので，その結果をここで申し上げさせて

いただきますと，ごみを少なくするために行っていることはどんなことがありますかとい

う質問に対しまして，詰めかえ製品を使うというのが２８．５％，マイバッグを持参し，

レジ袋等を断るというのが２７．１％，食品を捨てないように工夫するというのが１３．

２％，使い捨て製品を買わないというのが１１．４％と上位となっており，排出を抑制す

る取組といたしますリデュースの部分が上位となっている，こういう状況にございます。 

 このように，一定には周知は図られているものと考えておりますが，引き続きリデュー

ス，リユース，リサイクル，この３Ｒを総合的に推進してまいりたいと，このように考え

ております。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） まさにそのとおりだと思いますけれども，家庭でできるリデュース

である発生抑制の方法は，要らない物を断る，これは本来リデュースの前のリフューズと

いう断るということが最も優先されるべきものなのですが，例を挙げてみますと，使用し

ない無料サンプルや試供品をもらわない，レジ袋をもらわない，本屋で紙のカバーをもら

わない，割り箸やプラスチック，フォーク，スプーンをもらわない。 

 次に，リデュースの例を挙げてみますと，一番重い生ごみを出さないように，賞味期限

に気をつけて無駄を出さない。調理くずを出さない。要は野菜の皮などをきんぴらでつく

ったりして利用するとか，そういう食べ残しをしない。エコバッグを持ち歩く。トレーに

入れたものでなく，そのまま売られている食材を選ぶ。先ほど部長がおっしゃられた，要

は詰めかえタイプのものを選ぶと。洗剤，ボディーソープ，シャンプー等々です。本当に

必要な物だけを買う。使い回しのきく物を買う。減装ショッピングをする。あとは，生ご

みのコンポスト化とか，本市でも生ごみ電動機，助成されていると思うのですけれども，
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そういったものがリデュースの代表的なものなのかなというふうに思います。 

 次のこのリユースというのはなかなか難しい問題で，例に挙げてみますと，製品や容器

を何度も繰り返して使用する。リターナブル瓶，Ｒ瓶を選ぶ。洋服や靴，家具，バッグ，

アクセサリーなど友人に譲る。フリーマーケットに出す。ペットボトルなど飲んで捨てる

のではなく，洗ってお茶や水などを入れて再利用する。マイ水筒，マイタンブラーを持ち

歩く。マイ箸を持ち歩く。一時的に使用の物はリース，レンタルを利用する。壊れた物は

修理して使う。それで，私の知人に，ちり紙とか余り使わない，タオルとか，要は洗って

使える物を，ガーゼで口を拭いたり，余りぬれティッシュとかああいう物を使用しないと

おっしゃる方がいましたけど，私は気持ち悪いなとは思ったのですが。そういうのをまず

紹介して，今後啓発を図る上において，もっと積極的に，リデュースはこういう中身のも

のだよ，リユースはこういう中身のものですよというのを，広報紙，出前講座等々でしっ

かりとアピールしていただきたいなということを提案しておきたいと思います。そのこと

について。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 市民の皆様がそういった高い意識を持たれて積極的に減量

化に取り組んでいただくということは，大変喜ばしいという状況でございます。そうした

中で，市民の皆さんにわかりやすく，実際にどうしたらいいかというのをもっと広報，Ｐ

Ｒしろという御要望と思います。そのように努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） もう一つ，これは私いいなと思った好事例が，家庭ごみの中でも生

ごみのウエートか随分高くて，京都，川西市，仙台，札幌市で行っているのですけど，３

切り運動というのがございまして，是非本市にも取り入れていただきたいなと。何かとい

うと，食べ切る，水を切る，使い切る，この３切り運動なのです。では，どのように広報

啓発やっているのかというと，各ごみの集積場にこのポスターを張りつけて，要は啓発意

識を常に図っている。是非取り入れていただきたいと思うのですが，その点についていか

がでしょうか。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 今議員に御紹介をいただきました３切り運動，こういった

取組をされている市が確かにございます。 
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 まず，家庭ごみの重さの約４割が生ごみと言われています。そのうち約８割が水分，ま

た生ごみのうち約３割が食品ロスと言われております。このため，本市におきましても出

前講座等におきまして，市からのお願いといたしまして，水をしっかり切って生ごみを出

してください，食べ残しはせず料理は食べ切る，また必要な物だけを必要なだけ購入す

る，こういったことを常々より周知をさせていただいているところでございます。市民の

皆様にわかりやすく関心を持っていただける効果的な広報啓発の仕方を検討する中で，こ

ういった他市の事例等を参考にさせていただきながら，３Ｒの推進，啓発に努めてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） この点については費用もかかることなのですけれども，是非お願い

しておきたいなと思います。 

 次に，私はリサイクルについては必ずしも好事例とは思っていません。それは，社会経

済システム上において，需要と供給のバランスがとれて初めて資源となります。残った物

は自由財，要は水，空気，それと同じものでありまして，やがては余った物は廃棄物にな

る，だから，資源化もどうなのかなと。ある程度の資源の枯渇とか環境保全部分もあるけ

れども，確かに余り過ぎて，食品ロスがその典型だと思うのですけれども，それもどうな

のかなという考えがあるのですが，この点についてどう思われますか。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 持続可能な循環型社会をつくっていく，これを行うために

はごみを減らす，先ほど来から出ております３Ｒ，この３Ｒが求められているということ

でございます。これまでは，この３Ｒの第一歩として資源化の推進，これに力を入れてま

いっております。そうやってリサイクルを進めてきましたが，それだけでは資源の枯渇や

二酸化炭素の排出をとめることは難しい状況になっております。だからこそ，この３Ｒに

取り組むということが大切であると考えております。このため，リサイクルに加え，ごみ

を減らすことや物を繰り返し使う，先ほどから出ております２つのＲ，リデュースとリユ

ース，これもあわせまして総合的に取り組んでまいる，これが大事だと考えております。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） 確かに循環法自体が，まさにその背景にあると思います。このリサ



- 60 - 

イクルに関してはこれで結構ですけど，要はリサイクル品を市民にもできるだけ使ってく

ださいという中において，国及び独立行政法人に義務化されていますが，地方公共団体は

努力義務となっていますが，本市においてグリーン購入法は取り入れていますか。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） グリーン購入法の御質問でございます。 

 循環型社会の形成のためには，再生品等の供給面の取組に加えまして需要面からの取組

が重要である，こういった観点から，平成１２年５月に循環型社会形成推進基本法の個別

法の一つとして国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律，いわゆるグリーン購

入法が制定されております。この法律では，物品の購入機会，こういった際に環境負荷が

できるだけ小さい物を選ぶ，グリーン購入，これが推奨されているものでございます。本

市のこれまでの取組といたしましては，コピー用紙の再生紙の購入でありますとかボール

ペンの替え芯，あるいは詰めかえ可能な事務用品の利用など，こういったできるところか

ら実践をしているところでございます。これらの取組は，一つ一つでは小さい取組にはな

りますが，環境意識を高めることやごみの減量化につながるため，引き続きこの取組を広

げてまいりたいと，このように考えております。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございます。 

 品目はたくさんあるのですけれども，できるだけ他市町村，グリーン購入法を随分取り

入れられている自治体も多いので，本市も紙とかそういったものではなく，エコマークの

ついた推奨品をどんどんどんどん取り入れていっていただきたいなと思います。 

 それでは次に，家庭ごみ袋についてお伺いします。 

 平成２７年１１月３日から１２月４日まで無作為にアンケートを実施されましたが，回

収率４０％，結果に基づき，４０キロ，２０キロ，１０キロとごみ袋がなったようです

が，ごみの減量化を目指すならば，３０キロの考え方はなかったのでしょうか。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 指定ごみ袋のサイズにつきましては，県内他市町の状況で

ありますとか，また先ほど来から申し上げております平成２７年１１月に実施させていた

だきました市民アンケート，これらを参考にいたしまして，その中で需要の多かった４０

リットル，２０リットル，１０リットルの３サイズに決めさせていただいているところで

ございます。今議員からの御質問の３０リットルの追加，これにつきましては，本年１月
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からこの指定ごみ袋制度を導入したところでありまして，現状でのすぐでの対応というの

は難しい，このように考えておりますが，今後市民の皆様からの要望，こういったものが

大きくなっていけば，時期を見てそのサイズの検討に入ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） 確かに４０キロとかというのは，年寄りの方にはちょっと重いのか

なと，３０キロぐらいだったら収集車も安全確保が簡単で，収集も早く済むのではないか

なという印象が強いのですが。そして，私の近所の方々からもこの要望を強く言われまし

て，３０キロぐらいがあったらいいねというのが大変多かったのを耳にしています。是非

検討されて，お年寄りにも持ちやすい計量，２０キロと１０キロでいいじゃないというの

もあるでしょうけれども，是非３０キロも検討していただきたいなというお願いをしてお

きます。 

 続きまして，指定ごみ袋制度による削減目標，何％という表現は市民にとって大変理解

しにくく，はっきり１日１人５０キロ削減設定とか，それを何カ月ごとに広報紙で見える

化してあげるとか，市民に対して情報共有できると思いますが，是非そういった見える化

というものを取り入れていただいて，広報啓発，一層していきたいと思うのですが，その

点についていかがでしょうか。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 議員御指摘のとおり，他の自治体では減量目標を示した

り，その土地の結果等というようなものを市民の皆様にお示ししながら，一緒に減量化に

取り組んでいくということをされているところもございます。本市におきましても，より

市民の皆様に共感をいただける工夫を広報啓発の中でしてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） 広報も大事なのですけど，もっともっと出前講座とか住民説明を利

用して啓発を図っていただきたいなという印象が強いです。というのは，私どもの地区で

ごみに関する住民説明をしていただきました。そのおかげで，我が家にとって，例えばカ

ッターの紙とかお菓子の箱とかティッシュペーパーの箱とか，今までは全部可燃ごみとし

て捨てていたそうです。今は集めて資源化しているという事例もありますので，もっとも
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っと住民の前に出ていっていただいて啓発を図っていただきたいなと思うのですが，これ

についていかがでしょう。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 今年度は特に指定ごみ袋の導入ということがございまし

て，特にそういった住民の皆様への説明会，出前講座等を，例年にはなくたくさんの会場

で開催させていただきました。これまで余りそういった出前講座もなかったわけでござい

ますが，この１年間でそれだけの説明会を開催いたしまして，その効果が実際に既にあら

われていると，このように考えております。そうした意味におきまして，今後におきまし

てもそういった，今議員から御指摘のありました地域に出向いて直接詳しい説明というこ

とはやっていきたいと，このように考えております。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございます。 

 うちの女房ではないけれども，本当に勉強になったという声が多かったです。本当の気

づきをもらったなという意見だったです。 

 次に，不法投棄に関して何点か質問させていただきます。 

 不法投棄１４件の実態についてお伺いしたいと思います。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 不法投棄の内容とかそういったことでの御答弁とさせてい

ただきます。 

 先ほど市長答弁の方にございましたように，不法投棄１４件，これがございます。その

中で家庭ごみ，いわゆる一般家庭から出されたと思われるものが１０件，その他は事業ご

みに当たるような内容のものが４件，こういった状況でございました。 

 また，投棄された方は，そういった家庭ごみが多いということから，個人の方が大半で

はないか，このように考えております。 

 以上です。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） 確かにコンビニエンスストアさんも，最近はごみ対策，要は家庭ご

みの持ち込みで店舗内にごみ箱を設置するという店が増えてきていますけど，いかんせん

不法投棄ってあってはならないことであるので，それに対する今後の取組を少しお伺いで

きたらなと思います。よろしくお願いします。 
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議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 不法投棄の防止につきましては，市民の監視の目が非常に

効果的である，このように考え，広報紙や冊子，出前講座等により啓発を進めているとこ

ろでございます。また，実際に投棄されている不法投棄が多い場所につきましては，不法

投棄禁止看板でありますとか監視カメラの設置を行っております。現在のところ，市内に

監視カメラは１０カ所に設置させていただいております。 

 引き続き，不法投棄の防止に当たりましては，こういった取組と自治会の皆様や各種団

体の皆様と連携をしながら，地域自らの意識を高めていただきながら啓発に努めてまいり

たい，このように考えております。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） 自治体としては，好事例で神社の鳥居をたくさんやっているところ

が全国に間々あるみたいです，それとスフィンクスを置いたりとか。行政としてそういう

鳥居を置くというのはなかなか難しいのかなというのはありますけれども，人間の心理と

してそういう罰が当たる，このスタンスでごみが出なくなったよという好事例もございま

すけれども，なかなか鳥居となると宗教的なものもあって難しいのかなというのはありま

すけれども，効果があるのだったらいかがでしょう。 

議長（道法知江君） 市民生活部長。 

市民生活部長（宮地憲二君） 今御紹介いただきましたそういった取組，法的な問題です

とか，またそういったことをすることによって他の団体の方から苦情が出る，そういった

ことが予想されますし，そういったことも踏まえまして，最終的な効果が上がるような施

策であれば参考にさせていただきたいと，このように考えております。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） それと１点，前後しますけれども，不法投棄の場合のごみの処分，

これはどうされたのですか，職員がされたのですか，全部。では大変ですよね。 

 わかりました。是非不法投棄，今年度１４件なのでなかなか難しいのかなという問題も

ありますけれども，極力，我々もそうなのですけれども，監視の目，警察力，その辺を動

員されて今後の取組に生かしていただきたいなと思います。 

 ごみの循環型社会については，この辺にしておきたいと思います。 

 次に，公共施設等総合管理計画の素案に対して，２月１５日で締め切られたと思います
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けれども，これの意見，要望はどれぐらいあったのか教えていただきたいと思います。 

議長（道法知江君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） 本市におきましては，公共施設等総合管理計画を今現在策定を

いたしている最中でございます。議員からございましたように，その過程におきまして，

平成２９年の今年の１月１６日から２月１５日までの間，パブリックコメントの募集を行

ったところでございます。 

 その状況でございますが，特に意見，要望等は寄せられてはいないというのが現状でご

ざいます。 

 以上です。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございました。 

 なかなか残念なというか，住民の関心の薄さなのかな。都市マスは随分パブコメがたく

さんあって，それには高校の方等々いろいろあったのでしょうけれども，この公共施設に

関してのパブコメは随分少ないのかなと思っております。 

 それでは，次の公共施設等の施設の更新，維持管理において，必要に応じてと書かれて

あるのですけど，この対症療法的な維持管理を行ってきた最大の理由は何ですか。 

議長（道法知江君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） 施設の維持管理において，必要に応じて対症療法的な維持管理

を行ってきた理由ということでございますが，これまで経済成長するに従って必要となる

もの，あるいは不足しているそうしたインフラ，施設等の整備を行うことにより市民生活

の向上を図ってきたところであり，これまでの考え方は，いわば新しいものをつくるとい

うふうなことに力点を置いてきたというか，そういった形で進めてきたところでございま

す。こうした中にあっては，公共施設等の維持管理につきましては，施設の状況を把握す

る中で修繕等の必要となった箇所の修繕を実施してきたということにとどまっておりまし

た。長期的な観点に立って効果的な修繕等を行うことでライフサイクルコストの縮減を図

る，あるいはそうしたことによって財政的な面でもメリットを出していくような管理運営

の視点といいますか，観点というものが十分でなかったという面がございますので，そう

いったことから，今後におきましては予防保全などの実施により施設の長寿命化を図る取

組を反映した，今回こういった公共施設等の総合管理計画というものを策定していこうと

いうことでございます。 
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 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございました。 

 今後は予防保全に切りかえていくという中身の，素案の中にも随所に出てきていますけ

れども，なぜ今までしなかったのかなというのが１点ありますが，これはこれで置いてお

きましょう。 

 長寿命化って随分書かれていますけど，インフラ老朽化の切り札に使われていますが，

どの意味で使われているのか。１番，既設のインフラの耐用年数を全うする，２番，既設

インフラの耐用年数を延ばす，３番，更新，新設，インフラの寿命を延ばす，この使い方

の意味において全く異なってくると思いますが，どの意味で使われているのか明確にする

必要があると思います。それで，大枠の中でこういう捉え方をしているよという形でおっ

しゃっていただければなと。 

議長（道法知江君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） 長寿命化についての御質問というふうに思います。 

 長寿命化につきましては，一般的な考え方としましては，老朽化した施設を将来にわた

って長く使い続けるために，単に物理的な不具合を直すだけではなくて，機能，あるいは

性能を今の施設に求められる水準近くまで引き上げる，つまり性能向上も含めたものとい

うふうに捉えております。 

 議員が今例に出された耐用年数に関しましては，こうした一般的な考え方に合わせまし

て，耐用年数をその期間を全うするというのは当然でございますが，耐用年数を延ばすこ

とも，予防保全とかそういった形の中で延ばしていくというものも含まれるというふうに

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） 併用して臨機応変にいくということなのでしょうけれども，耐用年

数を延ばすということはかなりの経費が要るわけです。それに対しての費用対効果がどの

程度あるのか，延ばすのはわかるのですけれども，費用対効果と考えるなら，なかなかメ

リットがないのではないのかなというふうに私は思うのですけれども。間違っていたら済

みません。その辺について一言。 

議長（道法知江君） 総務部長。 
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総務部長（谷岡 亨君） 費用対効果というようなことでございますけれども，先ほど来

申し上げておりますように，長寿命化を進めることによって，従前では対症療法的な対応

をしてきた，維持管理をしてきたということでございますが，これからは予防保全の考え

方を取り入れるということは非常に重要だというふうに捉えております。劣化が進む前に

小まめに補修をしていくのが予防保全ということで，予防保全の方が，いわゆる対症療法

――事後保全よりも構造物を長もちさせて更新時期を先送りすることができると，大がか

りな補修も抑えられるということで，最終的な建物の全体を見たコスト，かかる費用の削

減につながるというふうに捉えているところでございます。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） ありがとうございます。 

 私もこれ素案なので，総論的なものなので余り各論には入りたくないのですけれども，

ただし，住民は総論では理解してくれても各論で大きく反対してくると思うのです。この

辺はしっかりと練っていただきたいなとお願いしておきます。 

 次に，市民にとって現在のサービス水準の維持，これ随分サービス水準を維持するって

素案の中に言葉が出てくるのですけれども，このサービス水準の維持，いろいろ捉え方が

あると思うのですけど，人によって。具体的にどんなサービス水準の維持を行政として図

っていかれようとしているのか，この点について一言お願いできますか。 

議長（道法知江君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） サービス水準の維持についての御質問をいただいております。 

 公共施設は，教育，子育て支援や地域コミュニティーの中心として，また市民生活の基

盤として重要な役割を担っていることでございますので，現在利用されている市民のニー

ズを満たすこと，そうした水準が求められているものというふうに捉えております。 

 こうしたことから，公共施設が提供する行政サービスを維持していくためには，例えば

代替可能な施設サービスについて民間のノウハウ等を活用したり，あるいは先進的な取組

を行っている自治体の事例なども参考にしながら，ライフサイクルコストの縮減と効率的

な運営を両立させながら公共施設のサービス水準の維持と将来負担の軽減を図ってまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） 素案の中から質問したいと思います。 
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 全庁的な取組体制の構築において公共マネジメントを実施するための組織――竹原市公

共施設マネジメント推進会議（仮称）設置に当たっての構成内容をお聞かせ願いたいと思

います。 

議長（道法知江君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） 竹原市公共施設マネジメント推進会議，今これは仮称でござい

ますけれども，これの会議におきましては，本計画の策定趣旨でございます全ての公共施

設等について現状を把握し，中・長期的かつ包括的な観点で適切な施設保有量とあり方を

検討し，その方向性を明確にした上で，計画的に公共施設等の更新，統廃合，長寿命化な

どを実施することでサービス水準の維持と将来的な財政負担の軽減を図っていこうとする

ものでございまして，計画の推進に向けた方針を決定する会議として設置をしていきたい

というふうに考えているものでございます。この会議を設置することによりまして，全庁

で問題意識を共有するとともに，本計画の方針に沿って具体的な対応を実行していくため

の庁内の意識醸成，あるいは方向性の整理などを行ってまいりたいということを今考えて

おります。現段階では，ではどういった構成員とか，そういったものにつきましてはまだ

決定はいたしておりません。具体的な中身については，今後検討していきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） 私，もう既にある程度大枠として構成されているのかなと思ってい

ましたので，この質問をさせていただきました。いずれにせよ，好事例をもとに公共マネ

ジメントを進めていくのでしょうけれども，大体好事例のところでは，ほとんどリーダー

シップを市長がとっています。そこに対策本部を置いて，財政担当，ここと人配とが連携

して，要は縦割り行政を横断的に考えるに当たって予算の配分等々ありまして，なかなか

横断的にはいかない。そこで，財政担当なり人配なり――人事の方です――そういう方と

市長とがリーダーシップをとって進めている先進的な事例もたくさんあるので，その辺を

是非参考にされたらなというふうに思います。 

 最後にもう一点，では老朽化した未耐震の施設において，維持管理を遅らせたり放置し

た際に不測の事態が発生した場合には，施設責任者として誰が責任を負うのですか。 

議長（道法知江君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） 老朽化した施設，あるいは未耐震の施設において事案が起こっ
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た場合という御質問でございますけど，自治体が設置をしております公共施設等に対しま

して，一定の安全管理上の不適切な対応，通常有すべき安全性が欠けていたというふうな

ことが原因で事故等が発生した場合につきましては，施設管理者としての責任が生じる場

合もあるというふうに認識をいたしているところでございます。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） そうですね，おそらく市長に来るでしょうけれども，要は責任者と

して。そういった優先順位等々と素案の中にありますけれども，避難所であるべき施設

へ，それで人の多く集まる施設の未耐震化の施設は即刻行動計画に，予算面もあるでしょ

うけれども，即刻耐震化を図っていただきたいなというふうに要望しますけど，その点に

ついていかがですか。 

議長（道法知江君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） 議員がおっしゃられるような事態が起こらないように，今回こ

ういった公共施設等総合管理計画というものを策定をいたしているところでございます。

こういった計画におきまして，公共施設等の管理に関する基本的な考え方に沿いまして，

定期的な点検，あるいは診断を行いまして，またその結果に基づいた適切な対応を行って

いく必要があるというふうに考えておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） ２番竹橋和彦議員。 

２番（竹橋和彦君） これで最後の質問にさせていただきますけれども，行動計画に入っ

て，先ほども申しましたけれども，とにかく対策本部の中に，副市長，市長がトップセー

ルスをしていただいて，中には，好事例のところには公共不動産，要は経営的な観点で公

の施設を捉えているというところも随分ありますので，そこらを加味して，是非市長にリ

ーダーシップを発揮していただいて行動計画をつくっていただきたいなというふうに思い

ます。この点について，市長，所見の方お願いしたいのですが，いかがでしょう。 

議長（道法知江君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） 推進会議についての御質問でございますけれども，議員おっし

ゃられますように，こうした公共施設のマネジメントの推進ということは，本市の財政運

営を進める上で非常に大きな課題というふうに認識をいたしております。そういった意味

で，本市の行財政運営のあり方を俯瞰して見ることができる立場にある方に当然入ってい

ただくというのはあろうかというふうに思います。また，御紹介ありました他市の先進事
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例などにもそういったメンバーを入れている，あるいは学識経験，あるいはそういった経

営上の観点からの視点というのも，我々としても一定にはそういったことも承知をいたし

ておりますので，そういったことも含めまして，どういった会議の構成メンバーがいいの

かというのは今後しっかりと検討してまいりたいというふうに考えておりますので，よろ

しくお願いいたします。 

議長（道法知江君） 以上をもって２番竹橋和彦議員の一般質問を終結いたします。 

 議事の都合により，午後１時まで休憩いたします。 

              午前１１時１４分 休憩 

              午後 ０時５７分 再開 

議長（道法知江君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 午前中に引き続き一般質問を行います。 

 質問順位２番，宇野武則議員の登壇を許します。 

１２番（宇野武則君） 通告に従って一般質問を行ってまいります。 

 １点目として，地方公務員法服務の根本基準について，第３０条，全ての職員は全体の

奉仕者として公共の利益のために勤務の遂行に当たっては，全力を挙げてこれに専念しな

ければならない。同法第３２条では，職務遂行に当たって，法令，条例，地方公共団体の

規則及び地方公共団体の機関の定める規則に従い，かつ上司の職務上の命令に忠実に従わ

なければならないとあります。竹原市に新規採用された職員は，市長に対して宣誓書を提

出することになっております。宣誓書の内容について伺います。 

 ２点目として，平成２６年８月１９日，街路樹移植承諾願が提出されている。提出者

は，創建ホームＡ氏であります。 

 質問１点として，市長に対する提出文書については，企業団体においては代表者名が常

識と思いますが，本市の場合，社印名があれば提出者本人の社でのポストは問わないとい

うことか伺います。 

 ２として，今回街路樹移植承諾願提出窓口は建設部と思うが，文書提出時，現地確認さ

れたのか，その後の内部協議，決裁の経緯について伺います。 

 ３として，街路樹移植の主理由として交通事故防止，視界確保とあるが，県道へ通じる

関連道路４本，市道分は，出入り口全て一旦停止区域であります。現地確認をされたのか

伺います。 

 ４として，竹原駅から新町交差点まで両舗道に植樹されている市木は，約３０年前から
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孟宗竹であります。申請書ではなぜ篠竹なのか，申請時になぜ訂正を求めなかったのか，

あわせて街路樹移植願でありながら，なぜ１２本全て伐採されたのか，公文書として受理

できる内容ではないと思うが，市長は内容を確認の上承諾されたのか伺います。 

 ５として，平成２６年９月１９日，次の条件を付して承諾するのうち，速やかに市長の

検査を受けることとあるが，検査日時，双方立会人について伺います。 

 ３点目として，子育て世帯向け地域優良住宅について伺います。 

 質問１として，平成２５年１２月１２日，株式会社オオバによる前記事業へのヒアリン

グを実施。参加業者は６社であります。株式会社オオバからヒアリングの調査結果につい

て，何年何月に報告を受けたのか，その後庁内でどのような協議をされたのか，あわせて

議会への報告はされたのか伺います。 

 ２として，平成２６年６月，市立体育館土地評価額は８，０９５万３，６００円であり

ます。３．３平米，坪単価は１０万８，０００円であります。解体費は４，９７９万８，

４００円で，土地再評価２．７％減による金額は２２４万６，０００円となり，最終的に

市の売却残地は約２，８００万円となり，３．３平米，坪単価は３万７，０００円であり

ます。高額解体費の問題点の指摘について，市は国土交通省の不動産鑑定評価基準第１章

第２節によるものと答弁。これまでも前記国の基準による事業の積算事例はあるのか，詳

細な内容について伺います。 

 ３として，平成２８年９月，議会で鑑定会社の解体積算事例は３件あると答弁。私は，

不透明な解体費について市長の責任において調査されるようお願いしたところでありま

す。あわせて，解体費５，０００万円のうち，下請業者の請負金額も正確に説明いたしま

した。市長はどのような対応されたのか伺います。 

 ４点目として，広島銀行跡地に建設された小公園トイレ整備工事について伺います。 

 質問１として，本件整備事業は，平成２５年１２月９日，市内指名業者７社による指名

競争入札を実施，落札業者は創建ホーム株式会社であります。落札金額は，２，４４０万

円であります。工事の着手，平成２５年１２月１２日，完成は平成２６年３月１５日であ

ります。この時の工事発注者は前市長であります。 

 一方，本件土地については，広島銀行から竹原市へ土地移転登記されたのは平成２６年

２月１２日，吉田市長就任直後であります。高額な公金支出を伴う事業であり，一般常識

的には銀行から竹原市へ土地移転登記後に，市は入札を実施すべきではなかったのか，な

ぜなれ合い行政運営を行ったのか，市長の御見解を伺います。 
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 ２として，この銀行跡地購入額は２，６１９万４，７７３円，３．３平米，坪単価１９

万２，０００円であります。この銀行の社屋解体はどこが行ったのか伺います。 

 ３として，本市の固定資産税路線価改定は平成２４年，その後全市域において地価下落

が大きいことから，平成２５年，２６年２カ年連続して路線価下方修正を行ったと答弁さ

れている。平成２４年，２５年，２６年，各年度どれぐらいの割合で固定資産税の減収額

になったのか，市長に伺います。 

 ４として，銀行跡地の土地契約日が平成２６年２月１２日，購入額はさきに説明のとお

りであります。一方，市立体育館の土地評価額は８，０９５万３，６００円，３．３平

米，坪単価１０万８，０００円であります。 

 一例として，竹原小学校屋内運動場解体工事は，平成２５年４月，市内業者７社により

入札を実施。落札業者は有限会社菅本興業，落札金額は２，２５２万９，５００円であり

ます。解体面積は１，３９６平米であり，この事業の入札現場管理はどこが所管されたの

か伺います。 

 ５として，不動産鑑定評価額は，専門資格を持つ不動産鑑定士が算定して提出されたも

のであり，内部調整はできないとあり，この市の答弁は法的背景によるものと理解してよ

いのか伺います。 

 以上で壇上での質問を終わります。答弁によっては自席で再質問を行ってまいります。 

議長（道法知江君） ただいま１２番宇野武則議員から壇上にての質問の中身におきまし

ては，飛ばされた部分もございましたが，皆様に配付しております資料に基づいての一般

質問と捉えて質問を展開していただきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 さらに，資料の配付が質問者からございましたので，皆様のもとに配付しておりますの

で，御確認をしておきたいと思います。 

 順次答弁願います。 

 市長。 

市長（吉田 基君） 宇野議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 まず，１点目の御質問についてでありますが，職員の服務につきましては，地方公務員

法第３０条において服務の根本基準が規定されており，同法第３１条において，職員は条

例の定めるところにより，服務の宣誓をしなければならないとされております。本市にお

きましては，こうした規定を受け，職員の服務の宣誓に関する条例第２条に基づき，新た
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に職員となった者は宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならないと定め

ております。 

 この宣誓書の内容につきましては，主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重

し，かつ擁護すること，また，地方自治の本旨を体するとともに，公務を民主的かつ能率

的に運営すべき責務を深く自覚し，全体の奉仕者として，誠実かつ公正に職務を執行する

ことをかたく誓うというものであります。 

 次に，２点目の御質問についてでありますが，本件の街路樹移植承諾願におきまして

は，議員御指摘の個人名について，担当者名を記入する欄に書かれているものであり，そ

の他の申請者の住所，氏名欄には企業の所在地や企業名が記入されていることから，企業

の意思として提出されたものとして受理したものであります。 

 承諾願提出時における現地確認につきましては，街路樹移植承諾願を受けて，申請箇所

の街路樹の状態や車両運転時の視界の状況などを現地確認し，内容が妥当であるか課内で

協議し，決裁を行っているものであります。交通事故防止のための視界確保につきまして

は，街路樹が成長し，葉が繁茂することなどにより車両運転時の視界の妨げとなり，通行

車両や歩行者が確認できないといった事象が発生しないよう，交通安全上の支障が出る箇

所については，街路樹の状態等を踏まえ，移植，剪定，撤去など現地の状況に応じた判断

をすることとしております。 

 一般県道竹原港線及び国道４３２号の街路樹につきましては，議員御指摘のとおり，昭

和５６年から孟宗竹が基本となっておりますが，近年の沿道における土地利用が商業用途

などに多様化し，幹線道路に接続する小路からの視距が悪いなど交通安全上の課題が増え

たことから，景観を維持しながらも，沿道利用の際の利便性や交通安全を考慮した植栽を

行うこととしております。こうしたことから，低木につきましては枯損樹及び危険箇所か

ら順次ササ類に交換補植することとしており，今回の申請箇所については，交通安全上の

課題もあることから，低木として篠竹を植えることを市が認めたものであり，街路樹移植

の検査につきましても，平成２７年１月１５日に提出された写真で検査し，その後現地確

認を行っているものであります。 

 次に，３点目の御質問についてでありますが。子育て世帯向け地域優良賃貸住宅につき

ましては，コンパクトな住みよいまちづくりの実現と子育て世代の中心市街地への定住を

促進するため行ったものであります。 

 平成２５年１２月１２日付けの資料につきましては，事業者にヒアリング調査を行った
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内容について委託業者と市との間で協議を行った際に使用したものであり，これらの途中

報告も踏まえ，庁内においてＰＦＩ制度の導入や国の補助制度の活用策などの協議・検討

を行い，議会に対しましては，平成２６年６月と１２月に民生産業委員会において報告さ

せていただき，平成２７年３月に事業に係る債務負担行為の議決をいただいております。 

 旧市立体育館の土地評価額につきましては，建物のある土地を不動産として売買する時

の価値を評価算定するための基準として，不動産鑑定評価基準を使用しているものであ

り，市が建設工事として解体工事を発注する場合には使用しておりません。 

 旧市立体育館の土地の売却に係る鑑定評価額につきましては，鑑定会社が不動産価値を

算定した額であり，売却先が民間事業者と契約した解体工事について市が関与することは

できないものであります。 

 竹原小学校屋内運動場の解体工事につきましては，本工事における入札，契約事務を総

務部財政課で，建設工事である解体工事の現場管理を建設部都市整備課で行っておりま

す。 

 不動産鑑定評価につきましては，不動産の鑑定評価に関する法律により，不動産鑑定士

でない者は不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行ってはならないとされてお

り，専門資格を持つ不動産鑑定士が算定し，提出された額について内部調整できないもの

と考えております。 

 次に，４点目の御質問についてでありますが，銀行跡地につきましては，栄えた町並み

の魅力を後世に伝え，普明閣への眺望などの景観の向上と，憩い，交流の場づくりを目的

として，平成２６年３月に小公園，酔景の小庭を整備いたしました。 

 この整備工事における発注時期と移転登記日につきましては，平成２５年７月に建物が

解体された後に測量した結果，県，市，隣接地について公図と現地に相違があることが判

明し，地図訂正による公図の修正が必要となり，用地取得契約に時間を要することとなっ

たため，やむを得ず土地所有者との協議により施工承認を得て発注し，並行して公図の訂

正作業を行ったものであります。 

 また，銀行の社屋解体につきましては，本市が発注した工事ではないため，把握いたし

ておりません。 

 平成２４年度から平成２６年度までの各年度における土地に係る固定資産税の減収額に

つきましては，本市全体で，平成２４年度は対前年度比で５．８％の減で，額にして約

４，７００万円の減となり，平成２５年度は前年度比４．１％の減，額にして３，１００
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万円の減，平成２６年度は対前年度比３．７％の減，額にして約２，７００万円の減とな

ったものであります。 

 不動産鑑定評価基準につきましては，あくまでも不動産の価値を評価するものであるこ

とから，本市が建設工事として解体工事を発注する場合には使用いたしません。また，平

成２８年９月の定例会において答弁いたしました３件の事例につきましては，建物がある

土地の不動産価値について，建物を除去することを前提として評価した事例を提示させて

いただいたものであります。 

 平成２５年度，平成２６年度の銀行跡地及び市立体育館跡地周辺の固定資産税評価額に

つきましては，銀行跡地については，平成２５年当時民間が所有していた土地であるため

同年度の評価額を公表することはできませんが，市が所有権を取得した平成２６年度の固

定資産税評価額は１坪当たり１３万２，８２３円となっており，市立体育館跡地周辺の固

定資産税評価相当額につきましては，平成２５年度が１坪当たり１０万６，２８０円，平

成２６年度が１坪当たり１０万９８５円となるものであります。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） 今地方公務員法，私がなぜこういうことをお聞きしたかという

と，私は５７年で議席を得ましたが，先輩議員から議会のたびに地方公務員法とか地方自

治法の法律の勉強の指導を仰いだことが思い出されるわけであります。 

 職員の皆さんは，ただいま市長が答弁したとおり，市民に目を向けた行政運営が強く求

められると思います。３３条には信用失墜行為の禁止とか，３４条は秘密を守る義務，３

５条には職務に専念する義務等々あるわけであります。昨日も五，六人の職員がイズミの

方からたったったった小走りに来ておられました。時計を見ると，ほぼ８時半でございま

す。同僚議員と，もう一，二分早く来れば市民の批判を受けることはないのだろうがなと

いうような話をしてまいったところでございます。 

 そこで，市長に伺いますが，月に１遍，月曜日には朝礼があると思いますが，そういっ

た公務員法等についての定期的な御指導はなされているのかどうか伺います。 

議長（道法知江君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） 今御質問いただきました地方公務員法等，我々が行政職員とし

て執務を執行する際に必要な法律，あるいは条例等の関係につきましては，その都度採用

時には初任者研修でありますとか，一定の年数が過ぎますと中堅職員研修でありますと

か，そういった研修の場面におきまして，必要な事項について研修をしているということ
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で御理解いただきたいと思います。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） いろいろ市民の目もありますので，公務員としてただいま答弁が

あった内容でございますので，今後も適正に指導していただくようお願いしておきます。 

 次に，２点目の街路樹移植願でございます。 

 議員の皆様，職員の皆様方にも配付をしております。 

 私は，この質問書を提出した時に，創建ホームのこの提出者の実名でお願いいたしてお

りました。そのことは法的には何ら問題ないというふうに今でも解しておりますが，この

方はこの文書を提出以前，既に７年前から某水産関係の職員となるべき２年間の講習を受

けて，現在水産関係の仕事をなさっておられます。正副議長の御心痛もございまして，今

回あえてＡ氏というふうにさせていただきました。この水産会社は人材不足，非常に困っ

ている中で，５０代にして２年間の期間を経て現在正式に採用されて非常に重宝されてい

ると，このＡ氏の仕事，あるいは将来に関わって障害のあるようなことがあってはならな

いというような思いから，正副議長が懸念される形で理解して，今回Ａ氏としたわけでご

ざいます。その点，何卒御理解をいただきたいというふうに思います。 

 それで，この文書，これは市民から指摘を受けて，私は情報公開条例に基づいて資料提

出していただいたものであります。市長の方，お配りしているのですよね。 

              （「はい」と呼ぶ者あり） 

 それで，そういう指摘を受けて，これ目を疑ったのです，私。再度資料請求いたしまし

た。同一のものが出てきたわけです。それで，この流れを見れば小学校５，６年生だった

らわかると思うのですが，移植願，最後の条件のところにも市の指定する場所へ移植しま

すとあるわけです。ここへ，今答弁があったように３５年，６年からずっと三十何年間孟

宗竹を植えたのです。この孟宗竹を篠竹にする理由はないのです。要するに，移植するこ

とはあなた方が今答弁したように，木が茂る，高木だから，だから移植するのですよとい

う，そしてそれを市長はその後，この申請を２６年９月１９日に許可したのです。そのま

ま篠竹になっています。もとへ返しますと，これは最後の条件のところに移植しますとあ

るのですが，実際は切ったのです。これを私は，この文書２通，申請書と許可書の２通の

中に，明らかにこれは契約行為と思いますが，その点について伺っておきます。 

議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） まず，御質問の街路樹移植願の様式でございますが，皆さんの



- 76 - 

お手元にコピーが，同じものが回っていると思うのですが，こちらの様式につきましては

従前の様式ということで，非常に承諾願の様式については，承諾に当たっての条件や内容

がわかりにくいものとなっていたことから，実は平成２８年１０月に道路に関する工事に

伴う街路樹等の移植に関する事務処理要綱というのを定めまして，合わせて様式の変更を

行って改善を行っておりまして，適切な処理となるように努めているところでございます

ので，まずは１点御理解をしていただきたいと思っています。 

 また，植樹についてでございますが，今回申請場所については，交通安全上の課題があ

ったということ，それから非常に竹として，もう既に移植をすれば枯れる可能性があった

ということで判断をして撤去したということでございます。その後，低木として篠竹を市

の方が認めたというふうな状況でございますので，御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

              （１２番宇野武則君「そういう問題じゃない。契約行為

か」と呼ぶ） 

議長（道法知江君） 契約違反ではないかと。 

              （１２番宇野武則君「契約行為ではないか」と呼ぶ） 

 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） 済みません，どうも。 

 この件につきましては，一応任意様式の承諾願ということで以前取り扱っておりました

ので，特に契約行為というふうには解釈いたしておりません。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） 契約行為というのは，口答でも契約行為というのは法的に成立す

るのです。これは一つの工事ですから，そういうことを言うなと言っているのよ，私は。

どこの世界，市長に許可をもらうのに勝手な文書を書く者がいるの。そういうことを言っ

てはいけない。申請書を出して市長が許可したというのは契約行為なのよ。誰がこういう

ふうに任意だというような者がいるの。市長が許可出している。そういう今までの議会で

答弁するようなことを言っていたらいけない。私は納得しないのだから。法的には口と口

でも契約行為は成立するのよ，幾らでもあるのよ，そういう判例は。市長にこういう文書

を出して，創建ホームといったら竹原市でも指名業者の中で一番大きいのだから。 

 私は，ここにも事例があるが，これもゴム印を押して，創建ホームといって，これはふ
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れあい館の領収書，４０万円現金で払っている。創建ホームがもらっていないと言ったら

どうするの。契約行為というのはどういうことかといったら，ここにあるのよ，市長が許

可したところに。３件の条件の中に２番目の瑕疵担保，これが発生した場合に，このＡ氏

に請求するのですか。今私が説明したでしょう，Ａ氏は７年前によその施設へいるので

す。水産関係のところに正組合員として働いているのです。確認に行ってみなさい，非常

に重宝がられている。だから，正副議長が懸念したように，実名で提出していたのだが，

それはお互いに，私の法解釈を強引に押しつけて本人に将来何かの障害のあることがあっ

たら遺憾だなという形で理解したのです。この瑕疵担保が発生した場合に，よくいいと言

った文書，許可したものが，ここにあるのは法的効力があるので。あなた，もとに原復し

なさいという命令権ができる。その点どうですか。 

議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） 繰り返しになるのですが，そういったことで旧様式については

非常にわかりにくかったということで，このたびから，２８年１０月から新たに要綱を設

置しまして，適正に改善を行って適切な処理を行っているという状況でございます。 

 また，この時にございました許可条件につきましても，もし樹木等が枯れた場合につき

ましては，業者の責任において，申請者の責任において原形復旧していただくということ

が原則となっておりますので，以前どおりこういった指導は行っている状況でございま

す。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） まさに瑕疵担保というのは法律に基づいたものだから，今瑕疵担

保など，雇用促進などは１０年なのよ。瑕疵担保の期間というのは１０年なので，雇用促

進など。この文書に沿って，あなた今申請書がどうだこうだという，申請書，これ立派な

ものよ，これ以上変えることはないのよ。変えたのは，あなたらが勝手に変えたのよ。だ

から，これは長くやらないけど。移植を，ここへ工事完了の際は工事写真を提出するとと

もに，速やかに竹原市長の検査を受けることとあるのよ。その前の申請書には，移植の際

は造園業者に施工してもらい，市の指定する場所に移植します。この内容を，篠竹も含め

て変更したものについて市長に一々報告したの，報告して了解をとったのか。 

議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） 当事務の取り扱いにつきましては，決裁区分が担当課長になっ
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ておりますので，担当課長どまりでの決裁区分で課長として判断をして手続をしておりま

す。 

 なお，今回一般質問等がございましたので，昨年来一般質問があった部分について内部

での勉強会，あるいは市長への報告というのは，その時点時点，時々にしている状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） そうすると，この文書は課長が変更してはいけない，本当は。だ

から，今度植える市木が低木だというのなら，これは分離しないといけない，この書類の

処理として。要するに，孟宗竹が対象だから。あなた方高木で見通しが悪いということだ

から，それが市木だといって。自動車の交通の視界の確保，交通事故防止，それへ関連し

て言いますが，あの藤三の通り，市道から県道へ出る道路，市役所まで４本あります。そ

れで，３０キロ，速度。一般道の規制としたら最高だろう思うのです。上下８カ所の出口

は全部一旦停止，それでどういう事故が発生するという予測をしたのですか。 

議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） まず，今回の移植場所につきましては，新たに民地からの出入

り口です。出入り口からの支障になるということで協議をして，支障になるところを対応

したということでございます。 

 議員御指摘の市道部分については，県道竹原港線がございまして，県道竹原港線に出る

のにおのおの市道から出るところが一旦停止となっております。一旦停止となっていると

ころも，非常に竹並木で見えにくいところにつきましては協議をして，部分的に強剪定を

したり，場合によっては植樹を，移したり移植したりするということも以前実績として実

施したことはございますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） 部長ぐらいになったら，その場限りの答弁していてはだめよ。 

 じゃあ，商業用途で，あなたらこうやって答弁している。多様化，幹線道路に接続する

小道の視界が悪い。そのなった場所を，この１０年でどこがなったのか。今創建ホームの

ホテルが建ったところはフジタビルがあったのよ，角まで。市の歩道との境界線まで建っ

ていた，４階，５階建てが。そういう面からいったら，今丸見えなのよ。もう一遍東側の

道路から竹原の市役所のＮＴＴまで見てみなさい，障害物は絶対にないから。この１０年
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で，じゃあ事故があった，証明してみなさいや。できないでしょ，ないから。もうちょっ

とこういう横暴な文書で行政がきりきり回されたらつまらん。何様だ思っているの。業者

に一方的な排除ではないか，これは。いつも言っているように，審議は中立，公平，公正

に行政運営しないといかん。あなたの答弁をずっと整理したら，初めの答弁と全然違って

きている。指摘されたからといって申請書なんか直すことはないわ。まともな申請書だっ

たら，これで十分なのよ。もっと，一部の人間や企業に左右されるようなことがあっては

絶対いけません。その点は厳しく言っておきますぞ。今後１年以内にあったら，私は全部

訴訟して白黒つける。私は今まで８つもやってきている。一回も市役所と負けたことはな

い。最初にやったのが市長の学歴詐称。東京の明大まで行ったのよ，私は２日弁護士連れ

て。そういうこともずっと私は経験してきてやっている。だから，特定の団体や特定の企

業をこういう優遇するような行政運営は絶対にいけないのよ。市長によく言っときます

ぞ，その点は。あなたが許可した文書を勝手に課長らで変えたといって，そのような組織

はどこにあるのか。改めて市長の文書で変更しないといけない，孟宗竹を篠竹にするにし

ても。 

 だから，私がこの前も言ったように，そこの街路樹の，市役所を出てから，先週の火曜

日ぐらいにあそこ植えたでしょう。そこの市役所の前の道路のキンモクセイを。あれを植

えたのは，忠海の商工会議所の会長をされていた方など１４社。その顔ぶれを見てみなさ

い。企業，団体，市民，行政と一体になって竹原市のモデル地区をつくったという内容が

書いてある。先週の金曜日ぐらいにあそこへキンモクセイ植えたでしょう。 

 一方では，商工会議所をやっていた非常に見識の高い竹原市の経済界でもリーダーの方

が音頭をとってそうやってやってくれている，一方で，あのようなわけのわからない文書

で移植だと言いながら切ってしまって，切るなら切るような手続をとらないといかないで

しょう。それを横車だいうのよ，横暴な。そこで誰が正論だと言う者がおるのか。 

 どっちにしても，市民の税金を使って三十数年間も育ててきたものだから，一企業が何

か建って邪魔になるって，今３本は根っこから生えているわ，３本。竹原市はどういって

書いてある，添え木してタケノコを折らないでくださいって書いてある。篠竹にしたら全

部篠竹にしないといけない。 

 それから，完工検査も，あなた方は２７年の初めだと言っているが，私は現場確認した

のよ，１２月の終わりよ，２７年の。１年間の開きがあったら瑕疵担保の期間は過ぎるの

で。２７年の暮れから２８年の暮れまでが瑕疵担保の期間になるのよ。完工検査は写真だ
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というようなばかな市はない。完工検査というのは，現場へ行って提出された図面どおり

に事業をやったものを確認するのが完工検査なのよ。だから，今下水道発注しているが推

進掘りを，業者もいないが市の職員もいない。いないいない尽くしで丸投げよ。少しは恥

ずかしいと思いなさい，あなた方。 

 それでは，２点目の子育て支援に入りたいと思います。 

 先ほど紹介いたしましたオオバです，平成２５年１２月１２日に発注しているのです。

それから，この内容について，これほとんどの結果が非常に否定的な内容であります。ど

ういう結論でこれが継続されたのか，このオオバ他の６社のヒアリングについて，内部で

どのような協議があったのか，その１点について伺います。 

議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） まず，御指摘の旧市立体育館跡地の利活用推進に伴う調査設計

業務ということで当時行っております。こちらにつきましては，プロポーザルを行うのに

条件整備であったりとかそういったニーズを把握するために民間事業者からヒアリングを

行ったものでございます。そのヒアリングを受けて，どういった手法，どういった制度が

いいのかということで検討を行った業務というふうに認識いたしております。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） これは，こういう大型事業でそんな簡単な答弁でいいのですか。

これは大和ハウスとか日本を代表する日興ホームとか，プロポーザルでも参入の意向とい

う調査もあります。ここで一番問題になっているのは，借地では合いませんということで

す。借地を借りてまでこういうことをやっても，企業のリスクは高いというような内容が

あるわけです。 

 そこで，竹原市の創建ホームさんが，ここに６社中１社参加しておられます。それで，

ヒアリングの１項目として土地取引条件，使い勝手は悪く，通常の売却でも手を挙げるか

わからない。２点目の子育てスマイルマンション認定について，賃借，マンションの家賃

収入で採算がとれる需要計画を組むことは難しい。入居条件として，条件がつくと，参入

は一段と難しい。プロポーザル参入の意向，条件が整わないと判断しがたいが，今のとこ

ろ参入は難しい。その他の業者の問題点も皆同じようなもので，だからこのプロポーザル

による募集をしても，一番わかっている業者は全く参加しておらない。これが事実なので

す。そういう中で，あなた方はプロポーザルというような名前で現在の企業に依頼した
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と。ここに，もうこういう状況になるというのが，創建ホームさんは的確に判断している

のです。子どもの数まで，生まれる数まで判断して，こういう状況ではこれだけの施設を

つくっても入居は難しいという判断を全部している，細かく。なぜそういう意見を尊重し

なかったのか。今現実には，今年東広島市も３０％ぐらい解体をして新しい住宅を建てる

というふうな方針を打ち出しましたが，まず共同住宅とか３世帯住宅とか，そういうもの

の人口がどんどんどんどん減っている時に，そういう発想とともに議会に出して，どうい

う条件がいいですか，どういう施設がいいですかということを出さないと，あなた方は一

方通行で出している，一方通行で出したら選択の余地ない。何でも複数のものを出して，

国全体，あるいは県全体を見て，本当に市民生活の中でどういうものが一番ベストなの

か，そういうものを研究してやらないと，あなた方は丸投げだから。だから，わけもわか

らないエレベーターをつけて，共益費も高くなるでしょう。２０代から３０代，４０代ぐ

らいまでの方が入る入居施設へ，１万円でも安く抑えようと，そして入りやすい。一番問

題になっているのは何かといったら，条件つきなのよ，給料とか入る時の条件とか。それ

聞いたらすぐ逃げる。何人かは私もそういう経験している。あそこへ入りなさいやといっ

ても，見に行ってからすぐ逃げる。その欠点のところをこの６社が，全部私は読んでこう

して印をつけていますが，的確に指摘している。しかし，誰の指示かどうなったのか知ら

ないが，わけもわからない呉の方の業者がやったのよ。やった結果，満室になったのかど

うか知らないのだが，大変残念な思いでありますが。 

 あなた方，さきの答弁でも今でも，どういう協議をしたのかといったら，頭になる誰々

を長にしてやったのですというぐらいの答弁をしてもらわないと，やったのですといった

ら漠然として，どこでどのような協議したのかわからないのよ，我々は。答弁の垂れ流し

のようなことをしては困る。我々も必死だから。それが市民に負担がかかるようなものだ

ったら，我々にも批判が来るのだから。 

 さきのバンブー公園でもそうよ。何でそのような募集をしているのか。ここらでも１社

でプロポーザルでやっているでしょ。けんけんごうごうして，入札すればいいのよ，数字

が出るのだから，すぐに。あなた方の能力がないのだから，はっきり言って，だから丸投

げするのよ。今仕事でもどんどんどんどんよそへ皆出しているでしょう。あなた方に手間

がかからないからよ。私は，このプロポーザルでせっかくヒアリングして，これはいいと

思った業者がいたら入っているわ。特に創建ホームなどは入っている。この創建ホームの

判断について，市長，これは完全に否定的です，どう思いますか。 
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議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） まず，ヒアリングでございますが，ヒアリングはあくまで民間

事業の企画力，技術力を活用した良好な計画を提案していただくために，プロポーザルで

条件整備をするためにヒアリングを実施したということでございます。あくまでもヒアリ

ングは参考ということで，その後どういった形でここの跡地利用が計画できるのでなかろ

うかということで，るる検討いたしまして，民間のノウハウを活用した最適な提案をして

いただくための，繰り返しになりますけど，プロポーザルを採用したということでござい

ます。旧市立体育館の解体と，それとあと跡地利用をセットで提案していただくというこ

とで，さらには子育てしやすい環境づくりということで，県のスマイルマンションの認定

を受けた子育て世帯向けの住宅を建設するという条件をもとにこの事業を展開したもので

ございます。この根底の中には，人口減少，それから若者が定住するということで，何と

か歯どめをかけたい，そして本住宅に子育て世帯に良好な住環境を提供することによっ

て，本市への転入や町なかの居住を促し，竹原の町並みや町なかの居住の利便性に魅力を

感じていただき，定住のきっかけとなるような計画にしたいということで政策的に取り組

んだ事業でございますので，御理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） そのバラ色の政策は，地獄の政策になったのよ。その反省が少し

もない，あなたら。２０年間市民が税金で払うことになる。誰が責任とるのよ。ぺらぺら

ぺらぺらしゃべっているが，市長以下，その責任は重大なのよ。要らない銭払うのだか

ら。あなたら１社だからだめだだめだといって蹴るものもある，１社でもやることもあ

る。それでは，広銀の跡地のように解体して更地にして売ればいい。何もかもやって１２

月の答弁では３件の鑑定会社の解体した事例がありますといって答弁して，答弁したから

私は私の弁護士のところへ行った。そういう事例があるのですかといって。鑑定会社は鑑

定などはしないはずと言った。せっかくだから，市長，顧問弁護士も年額で雇っているの

だから，私の方からも広島の協会へ話をして，鑑定会社はこういう事例はあるのですかと

いう確認はしますよ。我々もしたら，あなた方もあるといって答弁したのだから実際はど

ことどこにあるといって，あったところを言わないといけないのよ。それを言えなかった

ら答弁しない方がいい，架空の答弁になるから。事実はどこですかと言われたら，あそこ

とあそこですと言ったら私は確認するのよ，行ってから。質問者はそういう責任があるの

で。何をぼさっとして答弁しているのか知らないが，質問者は市民の代弁者だから。いい
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ですか。そんな生ぬるい答弁してもらっても困るのよ。 

 それから，確認しておきますが，鑑定会社が鑑定したということは，市で調整できませ

んということでありましたが，そのことは法的な裏づけがあるのでしょうね。その点。 

議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） 御質問の鑑定会社についての法律的な裏づけということがござ

いましたが，市長の答弁にもございましたように，不動産鑑定評価につきましては，不動

産の鑑定に関する法律によりまして，不動産鑑定士でない者は不動産鑑定士の業務に関し

不動産の鑑定評価を行ってはならないというふうにございます。専門資格を持つ不動産鑑

定士が算定し，提出された額については内部調整できないものであるというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） 内部調整はできないと答弁したのよ。それですが，これは判例が

ある。判例があって，市長はよく御存じのように，竹原工業の土地，おたくの会派が大反

対して，鑑定人は２名でやられたでしょ，覚えていますか。 

              （市長吉田 基君「はい」と呼ぶ） 

 そうよ。だから，あの時の判例調べたら，鑑定はあくまでも目安という判例があるわ

け。ただ，１万円の土地を１００万円で買った，２００万円で買ったといったら，これは

手錠よ。やられた例があるのよ，熱海の方かどっか。旅館を市長が買って，何百億円か

で。だから，そういう限度はあるのよ。だから，固定資産評価額というのを私は聞いたの

よ。だから，鑑定人が鑑定したといって，法律がそれを確定するわけではない。法律は，

鑑定はあくまでも目安ですよという。それは，売り手と買い手で１０万円の土地が１万円

上がったとか下がったとか，こういうものは許容範囲ですよということが裁判所の判例な

のです。竹原市も，３年も土地が下落したということは余り胸を張って言われるような内

容ではないのですが，それだけ竹原市が衰退していっているということを証明しているわ

けであります。 

 私も，ここへ元請と下請の関係の書類は皆ありますが，こうやって。必ず，竹原，吉田

基，発注者だったらここへ名前が誰かわからないようなものは一つもない。これ２０枚ぐ

らいあるよ。市長，宇野組が受けた，宇野組，代表，現場責任者は誰々といってここへ皆

ある。こういうものが正式な公文書なのよ。記録するのによそへ勤めている人間の名前で
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出しているのだから，現実に。あなた方今みたいな答弁していたら，本人を連れてくる

よ，私は委員会へ。あなた出したのですかといって，私はその組織へ持っていっているの

よ，この文書を。書いたのかといって。私は書いていないと言ったら刑事問題になるか

ら，もらわないだけよ，回答を。公文書の偽造になるから。あなた方簡単にやっている

が，この文書であそこを切ったということになると，竹でもそうで。だから，もうちょっ

と真剣に，皆市民が納めた公金が関わっているということをいっときも忘れてはいけな

い。 

 広銀のことで最後ですから。時間ですよといってぼつぼつ看板が上がりそうだから。 

 今広銀の，２５年に工事を発注しまして，２カ月後の２６年に移転登記されておりま

す。これは法的に副市長，県，市，民地が手間取ったから発注したのですよという答弁で

すが，県，市といったら県道と市道だろうと思うのですが，そういう確定が，広銀の土地

はそういう答弁している，１２月も答弁している。そういう確定ができない土地へ，前市

長が工事を発注したのよ。やめる前に発注しない方がいいと思ったが，そう思うのよ，私

も。あなた気の毒に思うよ。あなたが悪者になるから。だから，県道，市道の境がわから

ないのに工事を発注するような，余りこう言うと無礼な発言になってはいけないが，この

ような政治音痴の行政はないと思うのです。道路の境がわからないのに工事だけ発注し

て，そこを工事していたらまた下げないといけない。その点，副市長，そういう事例が県

の方であるのですか。 

議長（道法知江君） 副市長。 

副市長（細羽則生君） ここの部分ではなくて，一般的な話としてお話をさせていただけ

ればと思いますが，用地の関係で所有者が固まっている状況で，工事をどうしても急がな

ければいけないという場合において，施工承諾をとった上でやるということは，過去にお

いてはありました，他の行政においても。ただ，そういう中においても契約行為という部

分もありますので，なるべくならそういうことを使わないようにするべきだろうというこ

とで，最近はほとんど行っていないというのが実例ではあると思いますが，やむを得ない

場合においては，そういうケースもあるというふうに理解しております。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） 一般的には理解できる。しかし，それは緊急性も何もない事業

よ。公共下水でもよく繰り越しするが。繰り越しよりまだ焦らないでいい事業なのよ，下

水よりは。だから，私は確かに前市長に話があった折，公園をやるのなら水儀，磯辺を買
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ってあげなさいと言っていた。そしたら，その後数日して町並みを歩いていた。６０年も

商売していた方が私を呼んで，もっと優先順位があろうがといって怒られたのよ。そうで

すといって戻ったのだが。私はずっと関わってきたから，町並みへ，あそこのコミュニテ

ィーもそうです。だから，コミュニティーも，私が委員長になる折は，あれ解体になって

いた。観光協会があそこ１億円で建ててくれといって。あれ解体されていたら，今道の駅

も何にもできていなかった。一発で私は断った。何で断ったかといったら，コミュニティ

ーへ週に４回行っていたといって。バスでも８台来ていたような現実をよく把握していた

から，待て，どうにもならないようになったら予算をつけましょうと。しかし，それをや

るのならまず，特に観光協会の案内所というのは駅の前に持っていくことが原則だと思っ

たから。そういう形で私は市長にそういう耳打ちをしたことがある。しかし，何か縁が濃

いか薄いかよくわからないが。それで，この創建ホームが２，２４０万円で落札している

のです。消費税が１２０万円ですが，その落札金額のうち，解体に要する経費として，解

体工事費７０万円，再資源化３０万円，この内容，どういうものですか。 

議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） まず，１点再確認させていただくのですが，あくまでも旧銀行

につきましては，旧銀行が解体をして，解体した後に更地を市の方が購入したということ

なので，解体費については，申しわけないのですが，市は把握しておりません。市が発注

したのは，あくまでも今の公園，公園としてトイレを整備したりとか，内装，外装，外構

を整備したりするのに，一応先ほど議員さんから御説明があった業者への落札金額という

のが，公園整備に係る金額が２，４４０万円ということでございます。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） この広銀の土地の契約書，土地購入した時の２，６００万円，こ

れが落札金額，そこの中に，落札金額の中にあるのよ，解体費というのが入っているの

よ。ここへ，小公園と，トイレほか整備工事，竹原市中央３丁目，これ創建ホームが落札

しているのよ。請負金額２，５６２万円，今の落札金額と１２０万円足したらこの金額に

なる。その下に，解体工事に要する経費等々あるのよ，この文書の中に。解体工事に要す

る費用７０万円，税抜き，再資源化等に要する費用３０万円，税抜き，とここにあるの

よ，この建設工事請負契約書の中に。それで，広銀が更地に解体したのなら，これは何の

費用かなという質問よ。 
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議長（道法知江君） 建設部長。 

建設部長（有本圭司君） 済みません，確認させていただきますけど，議員さんがお持ち

の資料の解体費というのは，発注した工事の中において支障となる構造物，構造物の解体

費ということで御理解していただければと思います。普通，旧銀行の建物を解体する場合

においては，多分２階のＲＣだったのでかなり，数十万円ぐらいでは済まないというふう

に解釈しています。ですから，今回市が発注している工事の部分についての解体というの

は，あくまでも小型構造物を解体する，工事の支障となる解体物というふうに理解をして

いただきたいというふうに思っています。 

 以上でございます。 

議長（道法知江君） １２番宇野武則議員。 

１２番（宇野武則君） ひどく難しくなるのだが。あなた，銀行が全て解体して更地で

１９万２，０００円で買ったというのなら，それは広銀から出す銭ではない。竹原市は解

体した後の更地を１９万２，０００円で買ったのでしょう。だから，今あなたの答弁は，

広銀が解体したのですということだから，だから私は広銀頭取に手紙出したのよ。そした

ら返事が来たのよ。こういう契約どうですかといって。本当は広銀も正当化しないといけ

ないから，頭取相手に出したのよ。私は誰でもいい，不審なものは聞かないといけない癖

があるから出したのだが，広銀さんも他人の銭で運営している。我々も竹原市長も市民が

納めた１円まで税金で運営しているのだから，そう軽々と，災害があって緊急にしないと

いけない，市長の専決処分でやったのだというのならわかるよ，あるいは緊急性があった

り。銀行は人が来るか来ないものをつくるのだからいつやってもいいわけよ。境界をきっ

ちりとして，県も市も道路でも何でもそうだが，民地も，きちっとして発注するのが普通

の手法なのよ。部長，区画整理やなんかそのようなことをしていたらどうなるの。むちゃ

くちゃになろう。区画整理で，ああ，いいよ，境界線後でいいから家建てなさいという者

はおらないでしょ。行政というのは，だから私が地方公務員法を市長に読んでもらったの

よ。そう公務員というものは，我々もそうだが甘くないのよ。法律を守る竹原市のシンボ

ル的なところだから。それを一事業者やなんかにくるくるくるくる回されたら絶対だめ

よ。町は発展しない。過去に事例があるのだから。昔は談合が必要悪という時代もあった

のよ。副市長ら，そのごろには若いからまだ入っていなかったかな。３０年前にはそうだ

ったのよ。だから，今はそういうものについては市民の目が非常に厳しいのよ。だから，

我々が，これからも多くあるだろうと思うが，あれはどうなっているのですかといって言



- 87 - 

われた折に，適正で的確な返答ができない。だから，議会に出す折には，答弁一つにして

も，今言ったように有本部長を頂点にして，課長と誰と職員と技術屋と，こういうような

形で協議したのだと，その結果を副市長，市長に決裁もらってやったのですというような

答弁をしてくれないと，なかなか，私はもう２年ぐらいあるから理解しないのよ。だか

ら，お互いに市政発展のために協力していく関係にある。あるのだから，答弁で，余り言

葉は悪いことは当然言われないが，初めの答弁と最後の３委員会を経過した答弁が，壁へ

塗るような格好で答弁してはいけないのよ。我々も追及する，責任とれというのではない

のですが，しかしこれは差別的な，１つの企業のためにこういうことをやってはいけない

ということになると，それは改めていかないと市民が納得しないのです。今度，私は竹の

問題も含めて，委員会でもあの竹のどういう生態系か掘ってみようと思うが，完工検査と

いうのは，切ったら全部掘ってもとの更地にするのが完工検査だから，移植というのは切

ったのだから。しかし，今言うような答弁してはいけないのですよ。市長が許可したもの

へ，あなた方の課長，あなたと課長と協議して変えたのですといったら，それは市長に対

する背信行為だから，組織的には。あくまでもそういう結論については，市長の決裁をも

らってこうしたのですという，行政はそうだから，市長トップにして成り立っているのだ

から。私にそういう答弁したら絶対に聞かないということを厳しく言って終わります。 

議長（道法知江君） 以上をもって１２番宇野武則議員の一般質問を終結いたします。 

 １４時３０分まで休憩いたします。 

              午後２時１６分 休憩 

              午後２時２８分 再開 

              〔議長交代〕 

副議長（高重洋介君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 引き続き一般質問を行います。 

 質問順位３番，今田佳男議員の登壇を許します。 

 今田議員。 

１番（今田佳男君） それでは，質問の御許可をいただきましたので，発言通告書に基づ

きまして一般質問をさせていただきます。 

 今回は，１つ，教育委員会について，２，観光事業について，３，職員の研修について

質問させていただきます。 

 １，教育委員会について質問します。 
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 文部科学省のホームページ，教育委員会制度の概要では，教育委員会は，都道府県及び

市町村等に置かれる合議制の執行機関であり，生涯学習，教育，文化，スポーツ等の幅広

い施策を展開。その意義は，１，政治的中立性の確保，２，継続性，安定性の確保，３，

地域住民の意向の反映。その特性は，１，首長からの独立性，２合議制，３，住民による

意思決定とされています。 

 竹原市のホームページ，教育委員会情報では，教育委員会会議の日程，議事録を見るこ

とができます。私は毎月の定例会を可能な限り傍聴し，出席された委員の皆さんの熱心な

議論を聞かせていただいております。現在教育委員会会議の日程は，原則毎月第４木曜日

に定例会，その他必要に応じて臨時会が開かれますとされています。竹原市の教育に関わ

る大変重要な会議であり，傍聴される方を増やす工夫が必要ではないかと思います。市民

の皆さんが傍聴しやすい日程などについて検討されるお考えはないでしょうか。 

 ２，観光事業について質問します。 

 観光ガイドについて質問します。２月９日，奈良県高市郡町村議会が観光施策について

視察に来られました。前日，たけはら観光ガイド会のガイドさんの説明を受けながら町並

み保存地区を約１時間半かけて見学されましたので，私も同行させていただきました。大

変寒い日で，多くの観光客を案内されるガイドさんの御苦労がよくわかりました。 

 そこで，質問します。 

 現在，観光ガイドさんの人数などは充足しているのでしょうか。今後の育成はどのよう

にお考えでしょうか。 

 海外からの誘客事業について質問します。東広島市と連携して台湾からの誘客プロモー

ション等業務が進められています。インターネットでは，昨年１２月に台湾で放映された

旅番組で，２人の若い女性タレントが町並み保存地区や大久野島などを紹介し，かぐやパ

ンダやウサギと触れ合う様子を見ることができます。現在の反響はどうでしょうか。また

今後計画されている事業についてお聞かせください。 

 ３，職員の研修について質問します。 

 昨年９月の第３回定例会において，地方公務員法の改正に関係して人事評価の活用につ

いて質問しました。人事評価で得られた結果につきましては，職員の計画的な人材育成に

活用するとともに，職員自ら取り組む能力の支援に活用するなど，人事評価制度を本市の

人材育成基本方針に位置づけ，体系的な能力開発につなげ，組織の士気や公務能率を高め

ることで，結果として住民サービスの向上につなげてまいりたいと考えておりますとの答



- 89 - 

弁でした。 

 しかし，先日委員報酬等の未払い事象についてというプレスリリースで，不適切な事務

処理があったことが公表され，組織における事務のチェック体制を強化するとのコメント

がありました。現在の職員の研修に課題はないでしょうか。再発防止のためにも，今後研

修を充実させる必要があると思いますが，お考えをお聞かせください。 

 以上で壇上での質問を終わります。 

副議長（高重洋介君） 順次答弁願います。 

 市長。 

市長（吉田 基君） 今田議員の質問にお答えをさせていただきます。 

 １点目の御質問につきましては，教育長がお答えをいたします。 

 まず，２点目の御質問についてでありますが，現在観光ガイドを行っていただいており

ますたけはら観光ガイド会につきましては，任意団体として６名のガイドの方が所属され

ており，町並み保存地区を訪れる観光客に対して，町並みをはじめ，竹原市の歴史，文化

などの魅力を伝える活動を実施されております。 

 これまでの「たまゆら」や「マッサン」の影響により，平成２６年度の下半期から観光

ガイドの申込数が大幅に増加しており，６名の会員が交代で活動されておりましたが，現

体制では申し込みの増加に対応できなくなり，また会員の高齢化により後継者の育成につ

いても課題があることから，市と観光協会が支援し，観光ガイドとして活動することに意

欲のある方を対象として，平成２８年２月から３月にかけて観光ガイド養成講座を開催

し，現在この講座を受講された５名の方がたけはら観光ガイド会に所属し，観光ガイドと

して活動するため，引き続き研修を行っていると伺っております。本市といたしまして

は，竹原市を訪れる観光客へのおもてなしの観点からも，たけはら観光ガイド会の果たさ

れている役割は非常に大きいと考えており，今後におきましても観光協会と連携し，支援

してまいりたいと考えております。 

 インバウンド観光促進事業につきましては，地方創生加速化交付金を活用し，東広島と

広域的に連携しながら，台湾からの個人旅行客誘致促進に係るプロモーション事業等を行

うものであり，台湾の有名タレントを使って竹原，東広島両市を旅するプロモーションビ

デオを製作し，昨年１２月にテレビやインターネットでの情報発信を行うとともに，両市

の周遊を促す日本語，英語，中国語の多言語ガイドマップを作成したところでございま

す。また，来月には台湾から２市を周遊するツアーを企画し，個人旅行客の誘客に取り組
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むとともに，受け入れ環境の整備といたしまして，両市を周遊する定額タクシーの運行支

援や国際宅急便サービスを利用した手ぶら観光の支援等に取り組むこととしております。 

 次に，３点目の御質問についてでありますが，このたびの不適切な事務処理につきまし

ては，関係者や関係機関に大変な御迷惑をおかけいたしましたこと，また市民の皆様の信

頼を損なったことにつきまして，改めておわび申し上げる次第でございます。 

 このたびの事案を受けまして，再発防止に向けチェック体制を再度確認し，適正な事務

処理を行うよう，全庁的に周知徹底を図ったところでございます。職員一人一人が全体の

奉仕者であることの自覚と責任感を持ち，公務員倫理と法令遵守を徹底し，平素から職員

間の円滑なコミュニケーションや情報の共有を図り，適切な事務処理につなげていくこと

が大切であると考えております。そのためは，職場における上司や同僚が状況を確認しな

がら適切なアドバイスを行うなど，職場内での職員研修の重要性，必要性を強く感じてい

るところであります。職員研修の本来の役割は，市民サービス向上のために職員の能力を

最大限に引き出すことであることからも，職場内での研修を含め，これまでの各種研修の

内容を検証しながら，今後の研修体制の充実に生かしてまいりたいと考えております。 

副議長（高重洋介君） 教育長。 

教育長（竹下昌憲君） 今田議員の質問にお答えいたします。 

 １点目の御質問についてでありますが，教育委員会会議につきましては，竹原市教育委

員会会議規則に基づき，定例会を原則として毎月第４木曜日に開催するほか，必要に応じ

て臨時会を開催することとしており，平成２７年に１６回，平成２８年に１３回の会議を

開催しております。この会議におきましては，人事案件などの非公開の議事以外は傍聴す

ることができ，平成２７年は延べ２０名，平成２８年は延べ１３名が傍聴されておりま

す。教育委員会といたしましては，会議開催日時をホームページにおいて事前に掲載して

広報するとともに，会議開催後には議事録の掲載を行うなど，情報提供にも努めていると

ころであります。今後におきましても，より傍聴しやすい会議となるよう，会議運営の工

夫，改善に努めながら，開かれた教育行政の推進を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上，答弁を終わります。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） それでは，教育委員会についてということで質問をさせていただけ

たらと思います。 
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 議員になりまして，毎回教育関係については質問させていただいております。基本的に

は現場の御苦労が大変であるということで，現場の負担軽減ということが大体メインでず

っと継続的に質問をさせていただいております。 

 それで，いろんな行事を学校で見させていただいております。今から卒業式，それから

入学式というシーズンに入っていきまして，いろんな別れというか，次の世代，それから

新しい出会いという季節に入っていくというところで，学校もいろいろ大変に忙しいこと

があるのだと思います。 

 それで，前回からですけれども，現在の出生の子どもの数ということで少し調べます

と，昨年２８年１月から１２月，１年間で出生した子どもさん，これは市のホームページ

で計数拾えば出るのですけども，１０２人です。今年の１月が１３人，１３人というと多

い月なのですけども，こういう子どもさんの数，この子どもさんがそのまま小学校へ上が

ると，５年ないし６年先には小学校へ上がっていくという状態になるのだと思うのです。

今現在の小学生の数，市内９校全部で１，１３３人です。そうすると，６で割って平均１

学年が１８９人ということになるのだと思います。中学校が４校で５７２人，３年ですか

ら３で平均で割ると１９１人ということに現在なるのだと思うのです。この人数が，今で

も何か行事に行きますと，子どもが少ないね，減ったねという話になるのですけれども，

それが先ほど申し上げたような出生数になってきますので，何年か先にはもう，半分まで

はいかないけども，また極端に子どもが減っていくという状況になっていくのだと思うの

です。そういう状況の中で，いろんな教育関係については教育委員会さんがほとんど全て

のことといっていいぐらい担当されるというふうなことで，皆さんに教育委員会に関心を

持っていただきたいという思いが非常に強いので，教育委員会についての傍聴ということ

で今回質問させていただいております。 

 それで，竹原市のホームページ，左の下の方へ教育委員会情報というところがありまし

て，そこをクリックすると教育委員会の情報が全部出てきて，いろんなものが全部見れる

と。その中で，日程，それから議事録というものも全部見れるという状態になりました。

これは，昨年同僚議員の質問等ありまして，かなり改善をされたことだと思っておりま

す。それで，市のホームページの教育委員会の，基本的には先ほどお話がありましたよう

に毎月第４木曜日という定例会ですよということなのですが，若干移動する場合がある，

それと時間が移動する場合がどうもあります。私傍聴しているのですけれども。ホームペ

ージへの掲載の時期なのですが，いろいろ御都合もあるのだと思うのですけれども，いつ
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いつありますよという掲載から実際の開催までの期間がちょっと短いのではないかという

ふうな印象を持っているのですが，その点についてお考えはありましょうか。 

副議長（高重洋介君） 教育次長。 

教育委員会教育次長（久重雅昭君） 教育委員会議の日程のホームページの広報の件でご

ざいますけども，毎回，毎月１回会議は開いておりまして，会議の開催の１週間前に招集

告示，これは市内の掲示板に告示をするということになりますけども，それと同時にホー

ムページの方に日程の掲載をいたします。それで，議案の調整等もございますので，それ

より早くというのはなかなか難しいところはございますけども，できるだけ速やかにホー

ムページの方に掲載をして周知を図りたいというふうに思っております。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） いろいろ難しいことはあるのだと思うのですけれども，できるだけ

早目ということでお願いをしたいというふうに思っております。 

 それから，何回も傍聴に行きますと，ここにお答えにもありますけれども，非公開の議

案があるということがあるのです。行きますと，ちょっと待ってください，今非公開の議

案ですからというようなことがあって，たまには全部非公開というようなこともあるので

す。その非公開というのが，どういうことで，ここに多少説明はあるのですが，もう少し

詳しく，こういうふうな事案は非公開ですよ，また非公開というのはこういうふうに決定

して非公開にしますというふうな説明をお願いできたらと思うのですが。 

副議長（高重洋介君） 教育次長。 

教育委員会教育次長（久重雅昭君） 教育委員会議の非公開の議案についてでございます

けども，いろんな議案がございますけども，個人情報を扱うような議案ですとか，あとこ

ちらに書いてあります人事の関係の議案等については非公開というふうにしております。 

 非公開につきましては，会議規則に基づき，当日の会議で非公開を決定するということ

ですので，事前に周知というのはなかなか難しいところはございますけども，問い合わせ

等があれば，そういった旨の説明はさせていただいております。この非公開については，

非公開になる議題というのは想定がつきますので，その辺工夫しながら，何らかの形で周

知ができればというふうには思っております。 

 以上です。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） 今の次長さんのお話で，日程を見て傍聴したいと，一応念のために
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今回全部非公開になる可能性がありますかという問い合わせも可能であるというふうに，

解釈を今私したのですが，それでよろしいのだと思います。だから，傍聴に行く場合は一

応確認して，教育委員会さんの方へ行って，いついつ傍聴したいという申し出はした方が

いいですよということだと思うのです。場所の問題も若干あってと思うので，数字があっ

て，昨年度，２７年度は延べ２０名と，それから２８年度は延べ１３名ということなので

すけど，若干数字が違うということで，これは何か理由があって違うようなことでしょう

か。 

副議長（高重洋介君） 教育次長。 

教育委員会教育次長（久重雅昭君） 毎年十数名の方が来られておりますけども，議案に

よって傍聴者が違うといったこともございますので，その関係で２７年と２８年の傍聴者

が違うというふうに考えております。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） 先ほど申し上げたように，この教育委員会というのは非常にいろん

な権限というか，大変な事務があります。文科省の制度についてということで，概要で教

育委員会の事務というところを見ますと，学校教育の振興，生涯学習，社会教育の振興，

芸術文化の振興，文化財の保護，スポーツの振興ということで，非常に多岐にわたって事

務を所管されているということになるのだと思うのです。聞かせていただいて，さっきも

申し上げたように，非常に委員さんたちも熱心に議論をされておられるのを私はいつも聞

いておりますが，これだけ大変な所管事務というか，担当されるということであれば，も

う少し市民の方も関心を持たれて傍聴に行かれた方がいいなという思いがありますので，

そういう御希望とかあれば，対応の方よろしくお願いしたいということがあります。 

 それとあと，観光とも絡んでくるのですけれども，昨日，吉井家住宅は１６９０年代建

築ですか，中国新聞の方へ吉井家住宅の調査の結果の記事がありました。一番最後にある

のですけれども，調査された大学の教授が，大変貴重な建築だと，官民で保存と活用をし

てほしいということをお話になられています。吉井家住宅については報告会もありました

ので，私も聞かせていただいて，その時もこの先生同じ話をされたのだと思うのです。こ

この最後の保存と活用という考え方があって，これをどういうふうにとるかということは

あるのですけれども，竹原市の資産として活用ということ，もしかすると観光も絡んでく

るかもしれないということがあると思うので，そのようなことがありましたら連携を十分

とっていただいて，有効に保存活用ということでお願いしたいと思います。よろしくお願
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いします。 

 次に，観光ガイドについて質問をお願いします。 

 観光ガイド，先ほど申し上げたように，１回視察へ来られた後ずっとついて行って，寒

い日で１４人の議員の方お見えになられて，１人のベテランのガイドさんが御案内になっ

たのをずっとついて歩きましたけれども，大変だなと，よくやってだなというふうな思い

を持っております。 

 昨年答弁にもありましたように，ガイド養成講座ということもやられて，私最初の１回

だけ行ったものですから，もうちょっと関心を持ってくれというふうなことも言われたこ

とがあります。観光ガイドさん，最初の観光ガイドの講座に行った時に，町並み観光，観

光ガイド項目集というのをいただいたのです。これ２８ページあるのです。２８ページあ

るほとんどこれ，おそらく覚えておられるのだと思うのです。ほとんど何も見ずに全部ガ

イドされますから，あれを見て，私こんなの，これだけ覚えないといけないということに

なると，とてもではないけどできないなというふうな思いがしました。大変な御苦労をさ

れていると。今，失礼ですけど高齢化というお話も出ております。後継者の育成というこ

とも今から大変になってくるのではないかなというふうな思いを持っております。 

 それで，答弁では言われましたけども，観光ガイドの申込数が大幅に増加と，それは観

光客が増えていますから当然だと思うのですけれども，どれぐらい比較して増えておられ

るか。それからもう一つは，もしかして対応ができずに，残念ながら断っておられるとい

うようなケースがあるのではないかということがあると思うのですけれども，その点は市

の方で確認をされているかどうか，お願いいたします。 

副議長（高重洋介君） 企画振興部長。 

企画振興部長（中川隆二君） 観光ガイドの申し込みが大幅に増えて，申込件数等把握し

ているのか，それからやむなく断っているケースもあるのではないかという御質問でござ

いました。 

 議員御指摘のとおり，観光ガイドの申込数は平成２７年度をピークに大幅に増えており

まして，今現在取り次ぎを，受け付けをさせていただいている道の駅，これの毎月の月報

で，観光ガイドの申込件数は，市は毎月把握をしております。ちなみに，参考までに年度

で比較を申し上げますと，平成２５年度が年間で３９７件，約１万人の利用者，平成２６

年度が７３４件で約２万人の利用者，平成２７年度が９２４件で約２万７，０００人，今

年度は１２月末時点でございますけども，３８８件で約１万人ということで，実際にはも
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う２５年度の数値を超える状況で今推移をしております。 

 それで，市長が御答弁申し上げましたように，平成２７年度，平成２６年１０月から

「マッサン」の放映があって，その後ずっと右肩上がりで利用者が増えているという状況

で，２７年度にピークを迎え，特に２７年度については，現在６名のガイドで御案内させ

ていただいている状況の中で，お断りするケースもかなりあったというふうにお伺いして

おります。 

 観光ガイド会の申し込みの流れでございますけども，まず申し込みのあった希望日時を

踏まえまして，これはガイド会の会員さんの中で自ら調整を行いまして，申込者に対して

希望日時にガイドができる，できないといったような回答を御連絡させていただいている

状況でございますので，この２７年度のピークだけではなくて，従来からもやむなくお断

りすることもあるというふうにお聞きしております。 

 以上でございます。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） 部長言われるとおりだと思うのです。件数は物すごく増えて，ピー

クはもしかすると過ぎたのではないかというような今数字だったと思うのですけれども，

観光ガイド申込書というのがありまして，申込先は部長御答弁のとおり道の駅たけはら，

ガイド料はガイド１名につき２，０００円，２，０００円でよくやってだなと思うので

す，私。ガイドの目安は，ガイド１名で３０名以内です。おそらくバス１台分を想定され

ているのではないかということです。 

 それから，予定を変更される場合，早急に連絡をしてください。申し込みは，２カ月前

月初から２日前までにお願いしますと。予約状況，必要人数によってはお断りすることも

ございますということで，一応お断りする場合もありますよということはちゃんと書いて

あるということだと思うのです。ただ，お断りになっているのかどうなのか，事情もある

と思うのです。せっかく竹原に来てガイドをつけて見て歩きたいと，勉強したいというこ

とでお見えになっている方なので，もしお断りになられているということがあれば非常に

残念なケースで。観光ガイド会さんだけで対応されるのに若干無理があるのではないか

と，今の数字でいくと。それでもって昨年のガイドの養成講座というお話にはなったのだ

と思うのですけれども，むしろ市が責任を持って形をつくって，ガイドを将来的に養成さ

れるという方向で考えていただいたらどうかなと思うのです。 

 私の知り合いの議員がいるところに，兵庫県の高砂市というところがありまして，そこ
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で観光ボランティアガイド募集ということをやっています。募集人員が３０名，高砂の観

光や歴史，文化に興味を持ち，ボランティアの趣旨を理解し，おもてなしの精神で活動で

きること，１８歳以上で１カ月に１日以上観光ボランティアガイドの活動ができること，

観光ボランティアガイド養成講座研修に原則として全て参加できることという，こういう

ふうな募集要項で募集をしてやっているようなところもあります。こういった点で，市の

方で将来的にガイドを積極的に養成していくと，御答弁では観光協会さんの御支援という

ことで御答弁があるのですけれども，もう少し市の方が支援をされるというお考えはない

かどうか，お願いします。 

副議長（高重洋介君） 企画振興部長。 

企画振興部長（中川隆二君） 会員さんの高齢化も，後継者不足というようなことで，今

後市の方で観光ガイドの養成をするつもりはないかという御質問でございました。 

 観光協会も含めてなのですけども，このたけはら観光ガイド会というのは，昭和６３年

の暮れに設立の話し合いが持たれまして，平成元年，民主導ということで立ち上がってい

る経緯，歴史がございます。それも地元の女性会を中心に，当初は平成元年，１９名でガ

イドを始めたということで，今議員の方からもございましたように，当初はボランティア

ガイドということで無料でガイドをした中で，これはお客様の方から無料でガイドをして

いただくのは忍びないというようなことの御提案を受けて，今現在２，０００円という形

で，ある意味有償ボランティアのような内容にはなっておりますけども，約３０年近くの

年月をかけて今の状態が続いているということで，我々としましても，こういう民間の自

主的な活動，これを行政の方で養成講座というのを取り上げてという表現がいいかどうか

わかりませんけども，枠をはめるようなことはしたくないという考えを持っております。

それで，そうはいいましても，これまでも平成２年，平成７年，平成１６年，ここでガイ

ドの追加募集を，場面場面でガイド会もされておりまして，そういった状況の時には側面

的，また後方的な支援ということで，今回の昨年度の研修もそうですけども，広報であっ

たりとか人的，会場の提供であったり，そういった側面的な支援は毎度毎度させていただ

いておりますので，今回も道の駅が受け付けをやっているということは，先ほど１２番議

員の御質問にも出てまいりましたけども，もともと観光センターを拠点にしてガイド会は

活動されておりまして，そういった後，道の駅を建設する際にそういう受け付け業務が途

切れるといったような時も，町並み保存地区の入り口にあります菓子製造業者の商業者の

店舗をお借りして，このガイドの受け付けをずっと引き継いできたといったような，それ
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も市も関わって調整をしてきたといったような状況がございます。強いて言えば，観光ガ

イドの養成ということであれば，先ほど観光協会の名称も出ておりましたけども，例えば

忠海，大久野島のガイドをするとか，そういった市内全域の観光資源の観光ガイドの養成

といったようなことで，一度観光協会がその取組を始めておったのが今中断しているとい

うような状況で，市全般のそういった観光資源に対するガイド，そういった養成について

は市も深く関わっていきたいと，そういうふうに考えております。 

 以上でございます。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） 私は時間がある時は町並みをよく散策をするのですけれども，昨日

着物を着た若い女性が１人歩いておられて，どこから来られたのかなと思うと，台湾から

来たというお話です。三原の方へ宿泊して明日帰りますというようなことを言われていま

したけれども，あとでインバウンドの話はしますけれども，そういった形で台湾へのプロ

モーションはある程度成功しているのではないかなという，昨日印象を持ちました。そう

すると，そういった方が来て，誰もつかずに着物を着て歩いているのです。私会いました

ので，あそこへ入られたら今ひなめぐりをやっていますから，古いおひなさんがあります

よと，それから少しお話をしてくれての人もいますよというふうなことを話したりするの

ですけれども，今からどういうふうになるかわからないのですけれども，こういう個人の

観光客，それから少人数，今の観光ガイドさんの方は３０名までということなのですけ

ど，個人もしくは大体家族で３人から５人ぐらいで回られる方が割といます。 

 それから，あとは時間の問題なのですけれども，駅のホームに看板がありまして，竹原

の町並みはどこからどこまでが何分，どこからどこまでが何分というふうな時間設定がし

てあって，それぐるっと足すと大体１時間半になります。ただ，それはどこからどこまで

が２分とか３分とかというふうな設定がしてありまして，本当忙しい，ゆっくり時間が流

れる町なのですけど，私コースとしては非常に忙しい設定ではないかなと思っているので

す。そういった個人とか少人数というのを案内するコース，今部長の御答弁ありましたけ

れども，町並みに限らずに市全体を，シーズンによっては桜を見に来られる方もおられる

でしょう。桜を見に来られて町並みを見ると，大久野島も見ると，ほかにも自分の希望が

あってどこどこを見ると。 

 先日から２人ぐらい会ったのが，昔の「時をかける少女」という映画，私と同年代の方

に２回会いました。今何でここへ来られたのですかと聞くと，「時をかける少女」の映画
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があって，あれを懐かしんで来ましたというふうな話をされる方もありました。それぞれ

にニーズが違うのだと思うのです。だから，そういったニーズに合ったような観光ガイド

をしてあげる，案内をしてあげると。事前にこういうことが，私こういうものが見たいの

だよというような情報をとれば，それに対してまたちゃんと，いわゆるおもてなしとして

御案内ができるのではないかという思いを持っているのですが，そういうことについては

どうお思いでしょうか。 

副議長（高重洋介君） 企画振興部長。 

企画振興部長（中川隆二君） 今御提案をいただきまして，まず観光ガイドが今現在１時

間半から２時間程度というのは，あくまでも標準の案内時間ということで，それとあと３

０名までというのが，実はこれ実態として，例えば団体さんがバス１台で来る人数ではな

くて，３０名程度を御案内しているとどうしても縦長になってしまいますので，ガイドの

皆さんからお聞きする御意見であれば，２０人ぐらいまでが一番ベストだというようなこ

とで，そうはいっても，ですから３０人，４０人になるとガイドを２人つけていただけま

せんかと逆にこちらから今御提案をさせていただいている状況もありますので，現地の状

況でガイドがしづらい状況が，人数が多くなればなるほどガイドさんの周りの方しか聞い

ていないというような状況もございますので，そういったところで，今ある程度こういう

人数制限をしているというような状況もございますし，御提案のあったように，小グルー

プ，個人，これも実際今やってございます。その辺のところで，今の３０名という部分も

含めて，そういう誤解のないようにＰＲをしていくというような部分では，御提案のあっ

た部分についてはお一人からでも，また団体の部分であってもガイドはいたしますという

ようなところで，これはまた道の駅と連携をしながら，受け付けをする部分の事業者と，

またガイド会とも連携をしながらやっていければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） 先ほど視察に来られた方のお話をして，その時先ほど申し上げたよ

うに１４人ぐらいです。私がついて歩いたので１５人ですけども，それでも結構縦長にな

ったり，入ったところにみんなが入らなかったりする時に苦労されながらガイドをされて

おります。それから，その後何日かして，今度は逆にお一人を連れてガイドをされている

と，全く同じ方が１人の方を丁寧にガイドされているという場面も見ました。そういうこ

ともされているのだなというのも存じ上げてはおります。ただ，トータルとして，おもて
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なしという言葉がよく使われますので，現状のガイド会さんの頑張りだけでいつまででき

るのだろうかなという思いがありますので，是非協力，それからバックアップしていただ

いて，来られた方に十分なおもてなしができるような御案内をしていただける体制をして

いただきたいと思いますので，御検討の方をよろしくお願いします。 

 それから，海外からの，台湾ですけれども，誘客事業について，伺います。 

 先ほど申し上げたように，昨日台湾の女の子１人に会いましたので，ある程度情報発信

はうまいこといっているのかなというふうな思いはあるのですけれども，一応御答弁で１

２月にテレビなどで情報発信ということが書かれています。質問書に書きましたように，

ネットで見れば全部見れるのです。大体漢字で書いてあります。大体雰囲気はわかりま

す。町並みを歩いてかぐやパンダが出てきて，大久野島ではウサギと遊んで，奥くの温泉

も入られてというふうな形のプロモーションビデオだったと思うのですけれども，これは

１２月に放映されまして，現地の反響がわかれば教えていただいたらと思うのですが。 

副議長（高重洋介君） 企画振興部長。 

企画振興部長（中川隆二君） 現地というのは台湾ということでよろしい……。 

 海外からの誘客事業，インバウンドの，これは東広島市との広域連携ということで，昨

年１２月に現地のテレビ等で情報発信をしたということで，今現在受託業者の方から速報

値でいただいております部分で答弁にかえさせていただければ。 

 そのテレビ番組の告知放送，それからインターネットのユーチューブ，それから台湾国

内のコンビニ店頭の，これは液晶の大型モニター――デジタルサイネージという部分で実

際には周知を行っております。あとは，お二人の台湾のタレントさんがソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス――ＳＮＳと呼ばれるユーチューブであるとかフェイスブック等

で情報を拡散をしているという結果，テレビの視聴率は１回目が平均で１７％，最高が３

９％，２回目が平均で２８％，最高が５９％ということで，若干日本の視聴率とは捉まえ

方が違うそうでありますけども，台湾の国内的には，かなりこれは高視聴率であったとい

うことで報告を受けております。 

 また，インターネット等の閲覧の数値も，当初５万７，０００訪問といいますか，ペー

ジビューという，いわゆるインターネットを開いたページビューという回数を目標に掲げ

ておったのですけれども，インターネットの閲覧数も１月末現在では６８万件というよう

なことで，一定のターゲット層には情報拡散ができているという報告を受けております。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 
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１番（今田佳男君） マーケティングをする場合は，大体ターゲットを絞ってマーケティ

ングをしていくと，誰でもいいからというマーケティングは，もう最近されないのだと思

うのです。若い女性のタレント２人を使ってプロモーションビデオをつくったということ

は，少なし若い層と，若い女性が主なターゲットだったのかなというふうな思いをして，

先ほど申し上げたように，昨日のような事例がありますので，マーケティングはある程度

成功しているのではないかというふうな思いを持っております。 

 それで，御答弁の中にあるのですけれども，多言語ガイドマップです。先ほどの話です

けれども，大久野島へ行ってウサギと自転車に乗ってというふうなビデオなのですが，よ

く市内の方から言われるのは，大久野島は戦争遺産だということを忘れてはいけないとい

うことがありまして，その点はガイドマップ，プロモーションビデオの中には，ターゲッ

トがそういうターゲットなので，大久野島がそういった戦争遺産ですよというのは，たし

かなかったのだと思うのです。それでなくて，その多言語マップ，先ほどつくられてとい

う話があるので，そこにはそういった記載というか，説明というか，そういったものがあ

るのかどうか，お願いします。 

副議長（高重洋介君） 企画振興部長。 

企画振興部長（中川隆二君） 多言語のガイドブックでございますけども，これは現在２

市連携の方でつくっておりますガイドブックにおいては，大久野島についてはウサギと歴

史文化に触れる旅ということで，日本語版の訳で，地図から消された島であったとか，平

和を祈りながら歴史に思いをはせ，愛らしいウサギたちに癒やされる最高の旅を楽しんで

といったようなキャッチコピー，説明文が，これが翻訳をされて英語版，中国語となると

いうことで，ページ数としては約１ページでの御紹介で，写真も毒ガス資料館も含めまし

て２点ほど，遺跡も含めて掲載をさせておりまして，あと広域連携ではなくて，単独の市

の今観光情報等のリニューアルをしている中では，見開きで戦争遺跡の砲台跡であると

か，そういったのは約２ページ，見開きのページを割いて，単独の部分ではこれも多言語

化をしてまいりますので，このガイドブックについてはある意味着地型で，現地でお渡し

するような趣向で今つくっておりますので，そういった地元でお渡しすることができれ

ば，一定の説明，情報発信になるのではないかなというふうに考えております。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） それで，次に台湾からの周遊ツアーを企画されているという御答弁

がありまして，定額タクシーというようなことも一緒に書いてあるのですけれども，この
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中身をできれば簡単に，具体的にどういった，おそらく東広島と連携ですから，東広島か

ら竹原に来るのにタクシーの補助があるとかそんな感じになるのかなとは思うのですけど

も，わかる範囲でお答えいただけたらと思うのですが。 

副議長（高重洋介君） 企画振興部長。 

企画振興部長（中川隆二君） 台湾からの周遊ツアーの企画内容の御質問でございますけ

ども，今現在本市と東広島市，それから本事業の委託業者との中で，まだ最終の協議はし

ておりますけれども，一定の今のツアーの企画についてはあくまでも，これもともとが台

湾の個人旅行者向けのターゲットに企画をするということで，内容としては３泊４日程度

で，今東広島市さんの方とも協議を重ねているのですが，宿泊地については今湯坂温泉

郷，先ほどのプロモーション，ユーチューブ等，議員ごらんになっているということでご

ざいますので，宿の御紹介もあったと思うのですけれども，湯坂温泉郷で３泊と，これが

妥当かどうかというようなことも最終の詰めをさせていただいております。 

 それで，竹原市内におきましては，当然大久野島，それから町並み保存地区を散策して

いただいて，サイクリングであったりとか着物の着つけ体験等，また東広島では酒蔵の散

策と日本酒の試飲などといったような，企画内容を盛り込んだツアーをやるという状況で

今調整をしております。これは，３月の後半で実施を今予定しております。 

 あと，定額タクシーの運行支援ということでございますけども，これについては路線バ

ス，それからＪＲとの公共交通の部分でも便数が少ないというような状況の中で，竹原駅

と西条駅間を定額でタクシーを運行して，実証事業のような形で海外の旅行者にも利用し

ていただけるのではないかということで，今東広島市と竹原市のタクシー協会等を通じ

て，事業者の手挙げ方式でまずタクシー事業者の集約を行いまして，その先ほど申し上げ

ました３泊４日のツアー等で移動手段として利用していただけないかということで，時間

制にするか距離制にするか，また併用にするかといったようなところは，今現在タクシー

事業者の方で調整をされているという状況でございます。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） 今からいろんなことをやっていくというお話だと思うのです。ある

程度実験的なこともやりながらというふうな意味合いだと思いますので，初めて東広島市

と連携で始められた事業なので，何とか成功というか，いい結果を出していただきたいと

いう思いがあります。 

 それで，この事業が，竹原市が台湾からの観光客の誘致を進めていますということを市



- 102 - 

民へ，私もう少し周知した方がいいのではないかという思いがあります。 

 これは去年の話なので，もしかしたら変わっているかもわからないのですけど，高校の

修学旅行が従来ほかの市だったんのですが，費用の関係とか飛行機の関係で，今年から台

湾へ行くのではないかというようなお話も昨年聞きました。これは確認はまたしますけれ

ども。 

 それからもう一つ，先ほど吉井邸の調査の話をしましたけれども，もう一つ，塗装の調

査というのがありまして，私はこの塗装の調査をやられている先生と，森川邸の床柱を調

査をされていた時にたまたま会いまして，何をされているかわからなかったので，床柱で

写真を撮ったりいろいろやっておられるのです。わからなくて，何をされているのですか

と言うと，調査しているのですというお話で，いいものですねというお話で大変褒めてお

られた。当然日本人なのですけれども，どこから来られたのですかというお話しします

と，台湾から来たというお話しされまして，日本人なのだけど台湾へ行って，そういった

ことを学校で教えているということもお話しされていました。こういう人たちを味方につ

けて，台湾へ今のプロモーションかけて進めていくということであれば，いろんなところ

で情報共有をして，とにかく台湾へということがあれば，使えるものはできるだけ使っ

て，有効にいい結果が出る方向にしていただきたいということがありますので，お願いし

ます。 

 それから，今台湾ということで言っていますけど，これ今台湾のプロモーションが始ま

ったばっかりですけれども，台湾以降ということはお考えになっているかどうかというこ

となのですけれども，さっき申し上げたように，時々町並みを歩きますと，先日韓国の方

が来ていました。若い五，六人で来ていました。あと２人ぐらいで女性が韓国から，それ

こそ着物を着てですけど，というようなこともありました。それで，中には通訳がついて

ロシアから来たという人もいました。そういったことがいろいろあるので，今台湾が始ま

ったばっかりで，その後のことと言われるかもわからないのですが，もし今後それ以降の

ことについてお考えがあれば教えていただいたらと思うのですが。 

副議長（高重洋介君） 企画振興部長。 

企画振興部長（中川隆二君） 今るる御提案をいただきました。 

 まず，関係する方々，使える方は使ってというようなことで，実は今市の地方創生会議

におきまして，竹原高校，忠海高校，両校長に御参画をいただいている中で，今回開いた

会議の中で，御意見をいただいた中でこういう多言語化だったりとか広域プロモーション
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に海外への誘客事業もやっているという御報告を申し上げたところ，英語教諭の活用も含

めて，２校とも校長先生の方はそういうインバウンド事業の方にも関わりたい，協力した

いというふうな御意見もいただいておりまして，今後インバウンド事業の効果検証も行い

ますので，また関係者，関係機関と連携を図りたいということで，今後のインバウンド事

業の展開の方向性ということでございますけども，今回個人旅行客を対象にした広域連携

事業ということで，竹原市単独も，もちろん産業振興的な部分では海外のセールスという

ようなことも将来的にはあるのだと思うのですけども，外国人の動きを見ておりますと，

かなり広域的な動きをされているというようなことで，現在広島県が８カ国，これはフラ

ンス，台湾，中国，タイ，韓国，オーストラリア，アメリカ，香港，これを重点国に定め

ましてインバウンド観光を推進するということで取り組まれております。そういう，近隣

の呉も台湾，それから今東広島と竹原で台湾というようなことで，今回のこういった広域

連携事業の成果を十分に検証しまして，また広島県，それから近隣市町との連携も視野に

入れながら，今後におけるインバウンド事業の方向性をまとめてまいりたいというふうに

考えております。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） 繰り返しますけれども，ある程度成功の方向に流れていっているよ

うな感触を持っておりますので，引き続き頑張っていただいて，いい結果を出していただ

くようによろしくお願いします。 

 次に，職員の研修ということでお話を伺いたいと思います。 

 御答弁の中に，上司や同僚が状況を確認しながら適切なアドバイスを行う，それから職

員間の円滑なコミュニケーションや情報の共有を図るというお言葉があるのですけれど

も，こういったことが若干問題があるという御認識があるのかなというふうな気がするの

ですが，その辺はどうでしょうか。 

副議長（高重洋介君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） 御答弁の中で，今議員さんがおっしゃられたような趣旨の御答

弁はさせていただいております。このたびの不適切な事務処理につきましては，職務とし

て当然に処理すべき事務を怠り放置していたこと，また組織における事務のチェック体制

の甘さが原因で発生したものというふうに考えているところでございますので，そういっ

た意味で職員間の円滑なコミュニケーションや情報の共有，あるいはお互いにチェックし

ながら職務を進めるというようなところで，不十分な点があったというふうに捉えている
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ものでございます。 

 以上でございます。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 

１番（今田佳男君） 先ほど他の議員さんからも若干似たような質問が出たのですけれど

も，新任者の研修，それから中堅職員の研修というふうな御質問にお答えがありましたけ

れども，そういったある程度制度として何年ぐらい，普通の会社だったら大体３年たった

ら同期が集まって，また１０年たったら同期が集まってというふうなシステム的な研修制

度と，それからそれに対応して今のこういった研修を受けなさいというふうな組織立った

というか，パターンがあるふうな形が大体だと思うのですが，竹原市の方はこういった制

度というのは設計されているかどうかということでお願いします。 

副議長（高重洋介君） 総務部長。 

総務部長（谷岡 亨君） 研修の体制といいますか，そういった関係の御質問というふう

に捉えております。 

 本市の場合ですと，まずは新規に職員を採用した場合には，採用時にまずは庁内で研修

を行い，その上で各所属に配属をさせていただくと，その各所属に配置した後に，今度は

広島県の自治総合研修センターというのがございますが，そちらの方へ初任者研修という

ことで４月と１０月の２回，研修に行っていただいているというのが最初の研修でござい

ます。 

 それから，勤務して一定の期間が経過した後に，次に中堅職員研修というふうな形で，

より専門的な部分に踏み込んだような研修というものをさせていただいております。さら

に，職位が上がるといいますか，そういった場合には監督者研修でありますとか，あるい

は管理者になった場合は管理者研修と，そういったもので一定の研修の体系というものを

設けております。 

 あと，それとは別に個別の事案等について研修というものを持っております，制度を。

これにつきましては，職員が自主的に自ら自分がこういったものを研修してみたいと，そ

ういったものについては職員の方が申し出ていただいて，それを，例えば先ほど申し上げ

ました広島県の自治総合研修センターとか，あるいは市町村アカデミーとか，そういった

ところを活用しまして研修を実施させていただいているというものでございます。 

 以上でございます。 

副議長（高重洋介君） １番今田佳男議員。 
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１番（今田佳男君） 体系的にはできていますよと，個別にも本人の希望等があれば研修

は積極的に，御答弁の中身から推測するに，希望があればできるだけ対応して研修を受け

てもらうというふうな形，職員さんがそういった研修をどんどん受けて研さんを積まれ

て，仕事を一生懸命やっていただくというふうな体制にお願いをしたいというふうに思っ

ております。 

 私らもいろんなところへ研修に行くのですけれども，そこでいろいろ厳しいこともはっ

きりと言われます。議員さん何をされているのですかというようなこともよく言われるの

ですけれども，職員さんと一緒の研修なんかも受けて，職員さんがどういうお考えを持っ

ておられるかということを感じる研修もあります。そういったところへ来られる職員さん

って自分はこういうことをしたいのだというふうな非常にモチベーション高い方がお見え

になって，話をしていても非常に楽しいです。だから，竹原市の職員さんを，是非そうい

った形で研修を積まれてどんどん，公務員になられて私は竹原市のためにこういうことを

したいのだという思いがあられる，さっきの話ではないけど，宣誓をされて，市の職員さ

んに採用をされてということだと思うので，その芽を摘まないといったらおかしいですけ

ど，その気持ちがずっとなえないで，ずっといつまでも頑張っていただけるような仕組み

でやっていただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

副議長（高重洋介君） 以上をもって１番今田佳男議員の一般質問を終結いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 議事の都合により，３月２日午前１０時から会議を再開することとし，本日はこれにて

散会いたします。 

              午後３時３２分 散会 

 

 


